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一
九
～
十
二
世
紀
東
大
寺
を
め
ぐ
っ
て
一

久

野

修

義

【
要
約
】
　
九
世
紀
段
階
の
東
大
寺
は
、
ま
だ
独
自
の
支
配
機
構
を
も
っ
て
庄
園
支
配
に
あ
た
っ
た
と
は
雷
い
難
く
、
他
の
王
臣
家
が
家
産
制
的
支
配
を
行

っ
て
い
た
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
十
世
紀
に
入
っ
て
よ
ケ
や
く
東
大
寺
は
別
当
を
中
核
ど
す
る
形
で
機
構
整
備
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
政

所
で
あ
る
が
西
他
方
で
な
お
国
家
機
関
へ
の
依
存
性
を
残
し
て
い
た
。
こ
の
二
側
面
は
等
家
が
使
用
し
た
「
符
」
　
「
牒
」
と
い
う
二
種
の
文
書
に
表
現
さ

れ
て
い
た
。
十
一
世
紀
中
葉
に
至
っ
て
政
所
鳳
機
構
的
成
立
を
遂
げ
る
が
、
そ
れ
は
寺
内
に
お
け
る
有
力
寺
僧
ら
の
役
割
が
大
き
な
比
重
を
も
っ
こ
と
を

意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
以
後
寺
内
の
動
き
に
つ
い
て
は
彼
ら
の
拾
頭
と
別
当
の
役
割
の
減
少
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
十
二
世
紀
に
な
る
と
こ
の
傾
向

は
明
確
化
し
、
別
当
の
離
寺
と
共
に
公
文
所
や
預
駈
の
登
場
に
み
え
る
よ
う
に
寺
内
有
力
僧
の
様
々
な
動
き
が
五
部
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
か
か
る

有
力
僧
は
寺
役
対
桿
す
ら
行
う
よ
う
な
私
領
望
め
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
寺
内
は
彼
ら
を
核
と
し
て
分
権
化
の
様
相
を
深
め
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
一
巻
四
号
　
　
一
九
七
八
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

近
年
に
お
け
る
中
世
寺
院
研
究
は
充
来
に
な
い
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
寺
社
権
力
を
五
〇
年
代
の
如
く
、
中
世
を
通
じ

て
衰
退
し
て
い
く
古
代
的
権
力
と
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
中
世
社
会
に
お
い
て
固
有
の
質
的
規
定
性
を
も
つ
す
ぐ
れ
て
中
世
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
あ
る
と
す
る
認
識
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
一
般
化
し
た
の
は
黒
田
俊
雄
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
り
わ
け
そ
の
「
中
世
寺
社
勢
力
論
」
は
近
年
に
お
け
る
寺
社
研
究
の
集
大
成
層
め
ざ
し
た
も
の
之
毛
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
今
や
寺
社
研
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究
は
山
特
殊
研
究
領
域
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
日
本
の
中
世
社
会
が
国
家
権
力
に
お
い
て
多
く
の
連
続
性
を
保
持
し
な
が
ら

成
立
し
て
く
る
以
上
、
古
代
か
ら
存
続
し
て
い
た
寺
社
の
中
世
成
立
期
に
お
け
る
変
化
を
解
明
す
る
こ
と
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
中
世
寺
院
の
成
立
過
程
は
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
大
局
的
に
は
国
家
権
力
か
ら
自
立
し
て
い
く

　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

過
程
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
官
寺
」
か
ら
「
権
門
寺
院
」
と
し
て
の
見
通
し
が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
構
造
変
化
と
い

う
点
で
は
不
明
の
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
中
世
の
成
立
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
寺
院
研
究
の
成
果
は
充
分

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　
本
稿
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
問
題
に
つ
い
て
全
面
的
に
答
え
う
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
課
題
に
迫
る
た
め
奈
良
時
代
に
お
い
て
国
家
的
寺
院

の
典
型
と
し
て
存
在
し
て
い
た
東
大
寺
を
と
り
あ
げ
、
伺
寺
が
ど
の
よ
う
な
内
部
の
機
構
的
変
遷
を
と
ザ
つ
つ
中
世
寺
院
と
な
っ
て
い
く
の
か

を
具
体
的
に
跡
付
け
て
み
た
い
と
思
う
。
と
り
わ
け
九
～
十
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
そ
の
中
枢
部
に
注
目
し
な
が
ら
そ
の
段
階
差
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
策
大
寺
に
つ
い
て
は
近
年
稲
葉
伸
道
．
永
村
真
風
ら
が
精
力
的
な
研
究
を
即
け
に
さ
れ
て
い
る
が
、
両
氏
と
も
鎌
倉
期
以
降
を
重
視
さ
れ
て

い
柔
う
で
あ
り
て
沖
世
成
立
塑
つ
需
は
激
動
と
斐
不
充
分
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
稲
葉
氏
に
つ
い
て
は
平
案
か
ら
鎌
倉
期

ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
、
別
当
を
中
心
と
す
る
「
政
所
系
列
」
レ
「
公
的
」
旗
も
の
一
と
、
寺
僧
ち
の
「
中
寺
系
列
」
と
い
う
「
権
ガ
の
二
元

性
」
を
指
摘
さ
れ
、
鎌
倉
期
を
通
じ
て
前
者
か
ら
後
者
へ
支
配
権
が
移
行
す
る
と
い
う
見
通
し
を
与
え
ら
れ
た
。
本
稿
は
時
期
的
に
は
属
の
い

う
と
こ
ろ
の
「
政
所
系
列
」
の
成
立
・
展
開
す
る
時
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
中
世
東
大
寺
成
立
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
成
立
に
大
き
な
意

義
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
氏
の
い
う
二
系
列
の
権
力
に
も
と
ず
く
と
ら
え
方
と
も
異
な
る
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
こ
で
以
下
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

①
　
さ
し
あ
た
り
『
史
学
雑
誌
』
が
毎
年
行
っ
て
い
る
「
回
想
と
展
望
」
の
一
九
七

『
五
・
六
年
｛
反
版
を
参
照
窓
れ
ド
た
い
　
（
『
史
学
雑
誌
』
八
五
一
五
・
入
六
－
五
）
。

②
・
特
に
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」
を
は
じ
め
と
す
る
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

　
（
一
九
七
五
年
V
に
所
収
さ
れ
允
諸
論
考
。
㍉

39 （525）



③
新
版
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
中
世
二

④
　
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
竹
内
理
三
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
H
吐
　
（
一
九
五
八

　
年
）
付
録
の
諸
論
考
を
あ
げ
て
お
く
。

⑤
前
掲
註
②
③

⑥
　
稲
葉
氏
「
中
世
東
大
寺
寺
院
構
造
研
究
序
説
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
創
刊
号
）
、

　
永
村
氏
「
東
大
寺
火
勧
進
職
と
油
倉
の
成
立
」
（
『
民
衆
史
研
究
』
一
二
号
）
・
「
鎌

倉
期
東
大
寺
学
侶
僧
の
形
成
と
そ
の
奪
内
層
活
動
」
（
『
同
』
一
四
号
）
・
「
中
世
東

　
大
寺
子
院
の
経
済
活
動
と
財
政
構
造
」
（
『
南
都
仏
教
』
三
六
号
）
。

⑦
　
な
お
東
大
寺
の
歴
史
を
概
括
的
に
み
た
代
表
的
な
も
の
と
し
て
平
岡
定
海
『
東

　
大
寺
の
歴
史
』
　
（
一
九
六
六
年
）
が
あ
る
。

40 （526）

第
一
章
　
庄
園
支
配
と
別
当
・
寺
家
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

’
本
章
で
は
、
ま
ず
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
東
大
寺
の
庄
園
支
配
の
一
端
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
、
寺
内
の
あ
り
方
の
変
化
を
さ
ぐ
っ
．
て
み
た

い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

・
承
和
五
（
八
三
八
）
年
、
こ
の
年
は
東
大
寺
別
当
に
新
た
に
円
明
が
任
じ
ら
れ
た
年
で
あ
る
が
、
ま
た
東
大
寺
が
そ
の
庄
園
経
営
に
お
い
て
注

目
す
べ
き
動
き
を
示
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
東
大
寺
は
こ
の
年
太
政
官
に
次
の
よ
う
な
牒
を
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
へ

　
、
、
寺
家
墾
田
陸
田
王
国
有
数
、
而
頃
年
寺
使
令
勘
、
或
二
王
量
地
、
或
為
百
姓
田
、
今
為
実
録
、
別
当
内
竪
正
六
位
上
石
川
朝
臣
真
燈
油
使
発
遣
、
望
請
蒙

　　

ｺ
符
蕩
譜
藤
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
か
か
る
東
大
寺
の
要
請
は
太
政
官
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
模
様
で
あ
り
、
同
年
九
（
五
）
月
五
日
付
太
政
官
符
が
阿
波
国
や
因
幡
国
に
下
さ
れ
石

川
朝
臣
真
主
が
使
者
と
し
て
下
向
し
て
い
る
。
、
こ
の
時
の
東
大
寺
の
寺
田
回
復
運
動
が
、
個
々
の
庄
園
の
枠
を
こ
え
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
先
の
牒
に
「
毎
国
有
数
」
と
寺
田
勘
糺
を
特
定
の
国
に
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
太
政
官
符
が
阿
波
国
・
因
幡
国
に
到
着
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
が
そ
れ
ぞ
れ
承
和
七
、
同
九
年
と
か
な
り
時
を
費
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
充
分
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
時
期
ま
で
に
諸
国
の
東
大
寺

の
初
期
庄
園
経
営
は
、
き
わ
め
て
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
先
の
引
用
史
料
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
「
寺
辛
し
の
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
東
大
寺
が
独
自
に
派
遣
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
従
っ
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⑤

て
太
政
官
符
に
基
い
て
下
向
し
た
石
川
朝
臣
真
潮
i
彼
は
官
人
俗
別
当
で
あ
っ
た
一
と
は
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
時
期
の
寺
家
の
庄
園
支
配
を
通
常
担
っ
て
い
た
の
は
こ
の
「
寺
使
」
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
以
下
「
寺
使
」
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
、
阿
波
国
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
存
在
す
る
。
先
に
少
し
触
れ
た
如
く
石

川
朝
臣
真
主
は
こ
の
国
に
も
下
向
し
て
い
た
が
、
そ
の
効
果
が
あ
っ
た
模
様
で
、
承
和
十
一
年
、
　
一
定
度
の
寺
田
回
復
を
確
認
し
た
阿
波
国
牒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
「
愚
心
状
、
．
即
附
廻
使
豊
寡
額
」
さ
れ
た
。
こ
の
駆
使
と
い
う
名
称
か
ら
は
、
寺
家
よ
り
諸
国
に
つ
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

さ
れ
た
も
の
が
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
各
国
の
国
衙
機
構
と
の
接
触
が
重
要
な
比
重
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
時
代
は
さ
か
の
ぼ
る
が

天
平
神
護
元
（
七
六
五
）
年
、
東
大
寺
が
国
造
勝
磐
妻
子
よ
り
こ
の
地
の
墾
田
を
買
得
立
券
し
た
際
、
現
地
に
赴
い
た
「
廻
使
僧
慶
浄
」
も
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
因
幡
下
穿
を
付
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
後
半
に
み
え
た
よ
う
な
寺
使
僧
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
な
お
か
つ
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
東

大
寺
の
こ
の
時
期
の
庄
園
経
営
に
対
す
る
脆
弱
性
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
名
称
の
一
致
か
ら
か
か
る
判
断
を
導
き
出
す
の
は
早
計
に
す

ぎ
よ
う
。
そ
こ
で
さ
ら
に
こ
の
時
期
の
寺
使
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
ま
ず
延
暦
十
二
（
七
九
三
）
年
の
播
磨
国
坂
越
・
神
戸
両
郷
解
に
「
寺
使
僧
」
が
み
え
る
。
こ
の
地
に
あ
っ
た
東
大
寺
塩
山
に
対
し
て
「
単
三

贈
呈
大
伴
宿
禰
」
な
る
も
の
が
堺
田
を
改
め
て
寺
家
側
の
材
木
を
悉
く
伐
り
と
っ
て
し
ま
う
と
い
う
挙
に
出
た
た
め
、
　
「
寺
使
僧
」
が
遣
さ
れ

彼
は
「
当
土
人
夫
等
追
弼
山
堺
勘
問
」
し
た
と
い
う
。

　
次
に
み
え
る
の
は
、
先
の
石
川
朝
臣
真
理
が
東
大
寺
田
の
実
録
の
た
め
因
幡
国
へ
や
っ
て
き
た
頃
、
ま
さ
に
同
国
高
庭
庄
の
別
当
筆
管
俊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
解
に
み
え
る
使
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
寺
家
之
使
」
は
前
の
庄
別
当
伴
薗
麻
呂
が
「
所
負
巨
多
」
と
し
た
た
め
に
下
向
し

「
負
物
勘
徴
」
せ
ん
と
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
庄
別
当
霊
俊
が
こ
の
解
状
の
二
日
後
に
注
進
し
た
高
尾
庄
の
損
益
帳
に
対
し
て
「
使
」
が
現
地
に
臨
ん
で
検
察
を
加
え
て
い
る

　
　
　
　
⑪

の
が
み
え
る
。
時
期
的
に
は
ち
ょ
う
ど
石
川
朝
臣
真
主
が
こ
の
地
に
き
て
い
る
時
と
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
「
使
」
は
彼
か
と
も
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
彼
は
「
王
臣
地
」
や
「
百
姓
田
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
東
大
寺
田
を
実
録
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
損
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⑫

益
帳
に
画
商
れ
て
い
る
地
は
寺
家
の
田
地
と
し
て
明
ら
か
な
地
で
あ
る
か
ち
、
そ
の
実
情
の
把
握
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
彼
と
は
別
の
権
限
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
し
く
は
別
の
系
統
の
使
老
に
よ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
九
世
紀
末
ま
で
の
東
大
寺
使
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
わ
ず
か
な
事
例
で
そ
の
性
格
を
考
え
る
の
は
困
難
で
は
あ
る
が
、

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
の
使
者
も
定
期
的
に
毎
年
寺
家
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
現
地
に

お
い
て
相
論
が
あ
っ
た
時
、
ま
た
負
物
が
か
さ
な
り
催
促
が
必
要
に
な
っ
た
時
、
よ
う
や
く
立
夏
は
派
遣
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
高
庭
庄
の
損

益
帳
を
検
分
し
た
使
者
も
、
上
庄
別
当
の
改
替
、
石
川
朝
臣
の
寺
田
実
録
と
い
う
よ
う
な
特
異
な
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

者
に
は
後
年
の
如
き
集
団
性
・
武
力
性
も
見
出
せ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
寺
使
の
あ
り
方
は
、
こ
の
時
期
寺
内
に
お
い
て
庄
園
支
配
の
た
め
の
寺
内
組
織
が
ま
だ
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
在

地
把
握
の
弱
さ
を
思
わ
せ
る
。
天
平
宝
字
末
年
以
降
ハ
造
寺
司
に
か
わ
っ
て
三
綱
が
主
体
と
な
っ
て
寺
田
の
経
営
に
た
ち
む
か
う
よ
う
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ヒ
と
は
、
す
で
に
岸
俊
男
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
ハ
こ
の
寺
田
経
営
は
順
調
に
い
か
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
か
か
る
状
況

下
で
寺
家
は
中
央
政
府
に
働
き
か
け
、
依
、
存
し
、
、
ま
た
政
府
の
側
で
も
仏
教
統
制
政
策
を
と
っ
て
お
り
、
、
そ
の
両
者
の
動
き
の
中
で
官
人
俗
別

⑯当
の
使
者
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。

㌧
そ
こ
で
、
次
に
高
庭
庄
を
例
に
と
り
、
こ
の
下
向
し
た
俗
別
当
石
川
朝
臣
の
行
っ
た
寺
田
実
録
の
具
体
的
作
業
を
み
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の

庄
園
支
．
配
の
あ
り
方
を
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
延
暦
年
間
に
策
大
寺
が
売
却
し
た
地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
勘
申
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
可
脱
力
）
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
⑰

　
　
凡
寺
家
田
薗
、
僧
綱
∵
三
綱
等
藪
非
出
入
物
色
、
福
稲
売
却
者
、
須
田
官
、
然
後
豊
強
、
而
運
営
宅
牒
状
、
寺
財
畳
語
、
弔
意
相
違
、
今
須
還
為
寺
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
売
買
に
つ
い
て
は
、
僧
綱
に
出
さ
れ
た
東
大
寺
三
綱
牒
が
み
え
る
が
、
か
か
る
売
買
が
「
偏
安
宅
牒
状
」
に
よ
っ
て
寺
財
を
沽
却
し
た

と
称
さ
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
申
言
」
．
こ
と
を
な
し
て
い
な
い
私
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
揚
足
と
は
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

箇
所
の
す
ぐ
前
に
み
え
る
春
宮
坊
藤
原
朝
臣
縄
主
家
の
延
暦
二
〇
年
｛
二
月
一
日
付
の
牒
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
土
地
移
動
が
国
家
機
構
を

経
な
い
ル
ー
ト
で
個
鋼
的
に
す
で
に
お
之
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
r
そ
し
て
そ
め
こ
と
ゆ
え
俗
別
当
石
川
朝
臣
は
無
効
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
縄
主
に
よ
り
買
得
さ
れ
た
地
は
、
ま
た
別
に
東
大
寺
よ
り
藤
原
藤
嗣
が
買
得
し
た
地
も
同
様
で
あ
る
が
、
見
開
田
の
面
積

は
増
加
し
そ
の
経
営
も
進
展
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
寺
田
と
比
較
す
る
と
一
層
き
わ
だ
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
っ
た
。
縄
主
に
し
て
も
藤
嗣
に
し
て
も
共
に
中
央
官
人
で
あ
り
、
東
大
寺
同
様
在
地
に
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
着
実
に
大
土
地

所
有
を
実
現
七
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
先
に
東
大
寺
使
に
つ
い
て
み
た
よ
う
に
諸
家
の
使
を
み
る
と
、
ま
こ
と
に
寺
家
使
と
は
異
な
っ
た
状
況
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
九
世
紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、
王
臣
家
の
使
は
繕
物
運
送
の
た
め
に
た
び
た
び
の
禁
綱
に
も
か
か
わ
ら
ず
往
還
の
船
車
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

馬
を
「
強
雇
」
し
て
い
る
事
実
や
、
　
「
家
印
」
を
出
し
て
郡
司
や
富
豪
宅
の
稲
を
取
っ
て
い
る
事
実
が
み
え
る
。
章
魚
に
つ
い
て
は
特
に
「
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

印
」
に
よ
っ
て
い
る
以
上
私
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
寛
平
三
（
八
九
一
）
年
の
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
よ
り
明
確

な
こ
と
に
諸
家
の
使
が
国
司
を
経
な
い
で
郡
内
に
導
入
し
百
姓
を
凌
蝶
七
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
こ
の
よ
う
に
九
世
紀
後
半
の
王
臣
家
の
使
の
動
き
は
ま
さ
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
に
石
川
朝
臣
細
帯
に
よ
っ
て
不
当
と

さ
れ
た
「
宅
牒
」
の
世
界
に
連
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

、
し
か
し
な
が
ら
嘱
他
方
東
大
寺
は
こ
の
石
川
朝
臣
の
勘
申
の
態
度
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
か
か
る
動
き
は
そ
の
国
家
的
寺
院
と
い
う
性
格

も
あ
っ
て
大
き
く
欄
約
を
う
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
寺
家
独
自
の
収
取
機
構
の
弱
さ
は
掩
う
べ
く
も
な
い
。
先
に
見
た
如
く
東
大
寺
使
は
下

向
し
て
そ
の
地
が
王
臣
地
や
百
姓
田
と
な
っ
て
い
て
も
な
す
術
も
な
く
、
改
め
て
寺
家
は
太
政
官
を
通
し
て
俗
別
当
の
派
遣
を
要
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
r

　
で
は
、
こ
の
一
見
大
が
か
り
な
承
和
年
間
の
寺
田
團
復
の
動
き
は
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
・
因
幡
国
に
お
い
て
・
国
衙
が
積
極
的
に
協
力
し
な
か
・
た
こ
と
は
先
学
に
よ
・
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
眠
し
・
な
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺

り
も
承
和
以
後
の
高
庭
庄
経
営
に
つ
い
て
の
菓
大
寺
の
状
況
は
「
代
代
寺
司
無
心
勘
発
従
失
地
利
」
と
か
「
後
後
司
等
漏
忘
不
領
、
経
数
十
年
置

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
寺
田
支
配
の
た
め
の
寺
内
体
綱
は
、
九
世
紀
段
階
、
ま
だ
ま
だ
不
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
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時
期
の
諸
家
の
あ
り
方
に
比
し
て
大
き
く
遅
れ
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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二

　
さ
て
、
前
節
は
九
世
紀
に
お
け
る
東
大
寺
の
庄
園
支
配
の
一
端
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
十
世
紀
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

、
再
度
丁
重
庄
に
つ
い
て
み
る
と
、
十
世
紀
初
頭
頃
東
大
寺
は
網
次
い
で
そ
の
回
復
の
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
ず
昌
泰
三

（
九
〇
〇
）
年
東
大
寺
の
要
請
に
よ
り
郡
司
は
寺
田
の
勘
文
を
作
成
し
て
お
り
、
つ
い
で
延
喜
五
年
に
は
太
政
官
が
寺
家
の
意
を
う
け
て
因
幡
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

司
に
調
査
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
延
喜
十
三
年
、
東
大
寺
は
藤
原
有
畜
・
紀
高
子
が
領
掌
し
て
い
る
田
地
を
自
ら
の
も
の
に
せ
ん
と
太
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

裁
を
講
う
解
状
を
提
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
依
然
と
し
て
東
大
寺
の
国
家
機
構
へ
の
依
存
性
が
窺
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
注
意
さ
れ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
れ
ら
の
動
き
が
そ
れ
ぞ
れ
東
大
寺
の
別
当
が
、
道
義
・
戒
撰
・
御
器
の
時
期
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
東
大
寺
は
別

当
が
か
わ
る
ご
と
に
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
東
大
寺
の
庄
園
支
配
に
お
け
る
新
た
な
動
き
を
思
わ
せ

る
も
の
が
あ
る
。

　
事
実
、
最
後
の
智
憧
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
東
大
寺
解
を
み
る
と
注
目
す
べ
き
こ
と
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
は
延
喜
十
三
年
、
別
当

論
難
と
三
綱
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
愛
智
憧
町
着
延
喜
十
二
年
被
蓋
別
当
、
就
菓
豊
後
、
諸
本
公
験
可
被
返
納
之
状
、
度
度
宅
送
彼

家
」
、
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
胃
腸
は
太
政
官
裁
を
請
う
前
に
、
別
当
着
任
後
た
だ
ち
に
、
有
実
家
ら
と
牒
を
交
換
し
て
い
る
の
で
あ

⑫る
。
こ
の
家
牒
と
の
や
り
と
ゆ
は
、
か
つ
て
承
和
年
間
に
俗
別
当
石
川
朝
臣
が
正
当
な
土
地
移
動
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
そ
の
効
力
を
否
定

し
た
宅
牒
の
あ
り
方
と
類
似
す
る
私
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
即
ち
寺
家
は
、
こ
の
時
律
令
官
制
に
た
よ
ら
な
い
ル
ー
ト
で
ま
ず
独
自
に
王
臣

家
と
接
触
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
動
き
は
、
前
節
に
み
た
よ
う
な
王
臣
家
の
使
者
の
活
発
な
行
動
に
み
ら
れ
る
そ
の
家
政
機
構
に

対
す
る
寺
家
の
側
の
認
識
の
深
ま
り
と
対
応
を
示
す
も
の
だ
と
思
う
。
寺
家
は
一
方
で
国
家
機
構
へ
の
依
存
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
他
方
私
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的
な
ル
ー
ト
の
活
用
に
も
積
極
的
に
の
り
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
か
か
る
状
況
を
前
節
と
同
様
に
寺
家
使
の
あ
り
方
に
即
し
て
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
天
慶
四
（
九
四
一
）
年
因
幡
国
衙
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
牒
を
寺
家
に
送
っ
て
い
る
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
へ

　
　
㈹
牒
、
去
年
八
月
八
日
衙
牒
九
月
十
三
日
到
来
偲
、
得
高
位
庄
司
井
収
納
使
減
算
等
解
状
檎
、
件
石
丸
・
茂
雲
斗
来
寺
家
総
懸
、
妨
領
地
子
、
不
馴
使
所

　
　
　
ヵ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
勘
、
薄
墨
政
所
裁
依
実
勘
誉
者
、
審
検
案
内
、
為
件
石
丸
・
茂
材
更
無
沽
却
露
髄
地
子
物
、
是
尤
石
丸
等
研
犯
薬
舗
、
乞
衙
謝
状
、
召
捕
其
身
、
欲
畿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
部
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
⑬

　
　
　
痴
愚
獅
偽
之
由
者
、
下
符
諸
郡
、
捜
求
件
茂
材
・
石
丸
等
所
説
之
内
、
無
病
其
身
、
傍
不
堪
勘
糺
之
状
、
牒
送
如
件
、
乞
衙
察
之
、
今
勒
勧
朝
、
以
牒
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牒

　
こ
こ
で
寺
家
使
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
に
窺
え
る
《
庄
↓
本
寺
（
政
所
）
斡
国
衙
》
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牒

文
書
の
動
き
が
示
す
よ
う
に
寺
家
の
国
衙
機
構
へ
の
依
存
性
が
み
え
、
さ
ら
に
そ
の
際
寺
家
使
が
国
衙
と
寺
家
を
結
ぶ
働
き
を
し
て
い
る
と
い

う
九
世
紀
段
階
と
同
様
の
状
況
が
一
方
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
こ
の
時
寺
使
皇
朝
は
地
子
収
納
の
た
め
遣
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
際
に
「
使
所
勘
」
と
あ
る
よ
う
に
、
庄
司
よ
り
も
彼
の
方
が
そ
の
役
割
に
つ
い
て
前
面
に
出
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本

寺
へ
の
解
状
の
差
出
人
に
つ
い
て
も
、
承
和
頃
の
「
負
物
巨
多
」
の
ま
ま
姿
を
消
し
た
題
詞
麻
呂
の
こ
と
を
記
し
た
解
状
は
庄
別
当
霊
俊
一
人

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
コ
員
庭
庄
司
並
収
納
使
勧
朝
曇
解
」
と
寺
家
使
も
共
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
寺
家
使
の
役
割
が
以

前
よ
り
も
増
大
し
て
き
て
い
る
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
そ
の
役
割
に
注
意
す
る
と
、
十
世
紀
、
と
り
わ
け
そ
の
中
葉
以
降
に

は
、
寺
家
使
は
右
の
地
子
物
の
収
納
に
限
ら
ず
散
田
の
行
為
や
寺
領
を
め
ぐ
る
棺
論
へ
の
参
画
を
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
智
撞
の
動
き
に
み
た
よ
う
な
東
大
寺
の
庄
園
支
配
に
つ
い
て
の
新
し
い
動
き
が
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
か
か
る
寺
家
使
は
ど
の
よ
う
に
し
て
派
遣
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
先
の
史
料
㈹
に
寺
家
使
ら
が
解
状
を
「
政
所
」
に

提
出
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
政
所
」
こ
そ
が
寺
家
使
を
派
遣
す
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
発
給

さ
れ
る
文
書
も
こ
の
段
階
で
新
た
に
見
え
出
す
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
そ
う
。

　
　
㈹
寺
家
符
　
阿
波
国
新
嶋
・
勝
浦
・
枚
方
等
庄
≧

　
　
　
　
可
早
附
使
者
勘
進
去
年
丼
以
往
地
子
物
、
兼
令
行
当
年
散
田
務
之
状
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使

　
　
　
右
為
令
勘
納
去
年
井
以
往
地
子
物
、
兼
行
豪
年
散
田
之
務
、
差
止
発
向
如
件
、
庄
≧

　
　
　
宜
承
知
、
　
一
事
以
上
随
使
所
勘
、
玄
年
以
往
、
随
作
弁
進
塁
地
子
、
当
年
春
節
善
進

　
　
　
請
文
、
更
無
荒
田
、
三
田
開
発
、
若
鮎
収
公
、
引
代
≧
計
量
符
、
薄
墨
国
衙
、
貴
書

　
　
　
令
免
除
、
曾
勿
違
失
、
故
符
、

　
　
　
（
署
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
寛
和
三
年
二
月
一
日

　
こ
こ
で
も
史
料
㈲
で
み
た
こ
と
と
同
様
の
こ
と
が
見
出
せ
る
。
即
ち
寺
家
使
は
寛

和
三
（
九
八
七
）
年
の
散
田
、
そ
れ
以
前
の
地
子
収
納
を
そ
の
役
目
と
し
て
お
り
、
さ

ら
に
コ
事
以
上
陣
幕
所
由
」
と
い
う
よ
う
に
寺
使
の
権
限
の
大
き
さ
が
窺
え
、
と

同
時
に
駆
血
が
あ
れ
ば
国
衙
と
接
衝
せ
よ
と
、
寺
使
と
国
衙
の
関
係
も
み
え
る
。

．
そ
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
寺
使
が
こ
の
よ
う
な
「
符
」
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
大
寺
符
と
し
て
管
見
に
ふ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
る
と

表
1
の
如
く
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
見
る
如
く
そ
の
文
書
数
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
は
充
所
を

み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
符
が
寺
領
に
下
さ
れ
る
東
大
寺
内
部
の
文
書
と
い
う
ご
と

も
一
因
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
そ
の
文
書
の
動
き
を
先
の
史
料
㈲
で
み
た
そ
れ
と
あ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
符
　
　
　
牒

せ
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
《
庄
鉾
本
寺
甘
国
衙
》
と
い
う
関
係
が
見
出
せ
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
　
　
　
牒

り
東
大
寺
は
国
衙
に
対
し
て
は
「
牒
」
、
　
庄
園
に
対
し
て
は
「
符
」
と
二
様
の
文
書

を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

表1東大寺符

剰年月目 充 所 主た　る　内容 出　典
r平安遺文』

〔1｝匿無意轡魏三雲議灘畠略儀竪醜鰍冠「件1263号
｛・）i寛和2①（986）・・1越幅礪波郡・諸庄1毒羅轟購雑難鐘也子1・娚

｛・｝レ・（987）2・・1 本文の引用史料（B）参照 1325号
（・｝1長保・（…4）7…1因幡国高等庄 睡庄別当を補任② 1433号
〔・｝1骸・（・・41）・141簸庄司 i翻一稼田鶴 i589号
｛・）膝平・（・・59）・・k　irti杣 1轟欄当を概 lg3・号

註①本文書は案文で，魔弘2年8月3目となっているが以下の点から寛和2年と判断した。まず審

書に一三収繍蠣2年’寛三年丼三尿押子」とあること・c平3年の畑騰の越
中國の項に「庄園遣寺使下文別当一巻一枚寛和二年三綱半壌とはあるが寛弘2年はみえないこと

　（r平安遺文』2783号），本文書の署名者の構成がNo．3の符と類似すること。

②この時，　．岡時に因幡国衙に対して高庭庄に関する東大寺牒が出されている。

③No．5，6は書き出しが「政所符」となっている。
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中世寺院成立に関する一考察（久野）

・
次
に
「
符
」
は
寺
使
派
遣
に
際
し
て
発
給
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
・
そ
の
発
給
主
体
こ
そ
別
当
一
三
綱
と
い
う
政
所

で
あ
っ
た
。
　
「
符
」
と
い
う
文
書
様
式
は
、
所
管
か
ら
被
管
に
下
す
文
書
と
し
て
公
式
令
に
も
見
え
、
形
式
上
の
特
徴
は
日
付
の
前
に
署
名
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
表
1
の
も
の
も
す
べ
て
こ
の
形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
に
も
「
符
」

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
寺
家
符
は
新
し
い
点
は
な
い
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
奈
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

時
代
の
「
符
」
は
い
ず
れ
も
造
東
大
寺
司
よ
り
写
経
所
等
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
あ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

た
よ
う
な
別
当
・
三
綱
と
い
う
政
所
構
成
員
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
て
い
る
寺
家
符
は
、
東
大
寺
の
庄
園
支
配
の
中
枢
機
構
が
整
備
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
物
語
る
す
ぐ
れ
て
こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
寺
家
符
の
性
格
と
関
連
し
て
注
意
し
た
い
の
は
延
喜
五
年
忌
太
政
官
禁
忌
の
中
に
み
え
る
「
家
符
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

院
官
諸
家
は
「
偏
番
田
宅
資
財
之
事
、
不
経
国
春
雨
下
家
符
」
っ
て
郡
司
雑
色
人
を
召
し
勘
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
家

符
が
早
一
か
ら
・
窺
の
国
衙
牛
ト
を
経
ず
・
在
地
と
中
央
を
結
A
。
す
る
文
書
と
し
て
機
能
し
て
い
る
事
実
は
注
目
さ
れ
軸
・
そ
れ
は
笙

節
で
み
た
王
臣
家
の
活
発
な
家
産
制
支
配
の
あ
り
方
と
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
節
冒
頭
で
述
べ
た
如
く
、
十
世
紀
の
初
め
別
当
智

憧
が
牒
を
王
臣
家
と
交
換
し
て
い
た
よ
う
に
東
大
寺
が
諸
家
の
動
き
に
対
応
し
始
め
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、
東
大
寺
符
も
か
か
る
家
符
の
性

格
と
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
寺
家
符
こ
そ
中
世
寺
院
を
考
え
る
際
に
注
穏
さ
れ
て
い
る
政
所
下
文
の
前
身
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

1
の
②
③
⑤
に
つ
い
て
は
そ
の
端
裏
書
や
十
二
世
紀
の
文
書
目
録
な
ど
に
「
寺
家
下
文
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
が
み
え
、
特
に
⑤
は
書
出
し
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

「
政
所
符
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
政
所
御
下
文
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
発
給
主
体
、
充
所
に
つ
い
て
も
両
者
は
同
様
で
あ
り
、
そ
の
役
割

に
つ
い
て
、
特
に
寺
家
使
の
派
遣
と
い
う
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
十
世
紀
は
寺
家
符
に
よ
る
の
で
あ
り
十
一
世
紀
以
降
は
政
所
下
文
な

　
　
　
⑳

の
で
あ
る
。

　
十
世
紀
、
東
大
寺
は
＝
刀
で
牒
の
や
り
と
り
に
窺
え
る
よ
う
に
国
衙
と
の
接
触
を
依
然
と
し
て
保
持
し
な
が
ら
も
、
か
か
る
寺
家
符
に
み
え
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る
よ
う
な
新
し
い
独
自
の
支
配
機
構
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
枢
部
こ
そ
、
別
当
・
三
綱
か
ら
な
る
政
所
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
支
配
機
構
の
性
格
を
さ
ら
に
寺
使
の
動
き
に
注
意
し
な
が
ら
み
て
み
た
い
。
十
世
紀
中
葉
以
降
の
東
大
寺
の
板
蝿
七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

至
拡
大
の
動
き
は
著
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
康
保
年
間
（
九
六
四
～
六
八
）
藤
原
朝
成
の
薦
生
野
立
券
を
め
ぐ
る
相
論
を
示
す
文
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
寺
使
が
散
見
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
寺
使
は
別
当
光
智
の
代
に
「
令
膀
示
四
割
」
め
、
さ
ら
に
薦
生
牡
馬
券
に
際
し
て
は
、
　
「
所
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

差
遣
之
公
使
偏
が
「
虚
器
多
端
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
妨
げ
た
と
い
う
。
そ
の
寺
使
の
主
張
は
杣
四
書
内
の
排
他
的
支
配
を
め
ざ
す
も
の
と
と
ら

　
　
　
　
　
⑭

え
ら
れ
て
い
る
。
所
領
を
め
ぐ
る
相
論
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
寺
使
が
現
地
で
活
発
な
動
き
を
み
せ
て
い
る
こ
と
自
体
注
目
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
動
き
は
積
極
的
と
な
り
、
十
一
世
紀
中
葉
の
天
喜
年
間
に
は
黒
田
庄
に
お
け
る
国
衙
と
の
抗
争
で
東
大
寺
使
は
「
随
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

数
十
人
」
し
て
膀
示
を
た
て
か
え
た
り
、
官
使
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
十
世
紀
に
お
け
る
男
手
杣
に
み
え
る
寺
使
の
動
き
は
、
竹
内
理
三
属
に
よ
れ
ば
「
本
寺
の
意
志
に
反
し
て
も
猶
、
葛
生
牧
を
寺
領
化
」

　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
ょ
う
と
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
加
え
て
赤
松
俊
秀
氏
は
か
か
る
寺
使
に
対
し
て
郡
司
・
刀
禰
・
百
工
の
う
ち
に
も
協

力
す
る
も
の
が
い
た
と
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
動
き
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
寺
使
の
動
き
は
、
か
つ
て

見
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

r
さ
て
、
竹
内
氏
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
本
寺
の
意
志
」
に
反
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
寺
使
に
対
す
る
本
寺
の
意
志
を
示
す
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

し
て
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
長
保
元
（
九
九
九
）
年
の
別
当
平
崇
の
書
状
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
薦
生
血
側
か
ら
の
抗
議
を
う
け
て
「
如
下
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

御
領
公
験
者
、
見
不
入
寺
領
之
由
、
傍
不
論
是
非
、
寺
使
不
可
寄
徴
之
由
、
召
仰
已
了
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
面
を
み
る
と
、
寺
使
派
遣

に
際
し
て
別
当
自
身
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
こ
の
他
、
天
暦
期
の
著
名
な
別
当
光
智
も
「
為
令
造
大
仏
殿
角
木
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

入
座
面
板
蝿
杣
、
被
造
出
件
角
木
、
（
中
略
）
其
次
放
使
、
面
食
示
四
至
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
寺
使
は
彼
の
権
限
で
派
遣
し
た
如
く
あ
る
。

光
智
は
そ
れ
ま
で
の
例
に
な
い
十
五
年
間
と
い
う
長
期
間
、
鋼
当
と
し
て
寺
務
を
と
っ
た
人
物
で
あ
り
、
石
母
田
氏
は
こ
の
こ
と
を
天
暦
期
の

48 （534）



中世寺院成立に関する一考察（久野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

東
大
寺
の
所
領
再
建
運
動
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
慧
智
の
あ
り
方
も
先
の
よ
う
な
推
定
を
助
け
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
即
ち
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
十
世
紀
に
入
る
と
寺
使
の
活
発
な
動
き
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
寺
使
を
派
遣
す
る
に
あ
た
っ
て
は
別

当
が
実
質
的
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
寺
内
に
お
け
る
庄
園
支

配
機
構
の
整
備
に
際
し
て
の
別
当
の
役
割
の
大
き
さ
を
も
思
わ
せ
る
。
本
節
冒
頭
に
記
し
た
こ
と
だ
が
、
十
世
紀
初
頭
の
営
庭
庄
の
回
復
工
作

が
笠
当
が
か
わ
る
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
さ
ら
に
地
子
収
納
に
つ
い
て
も
寛
和
二
年
の
寺
家
符
（
表
1
②
）
で
は
永
観
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

年
以
来
の
未
納
地
子
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
が
、
永
観
二
年
は
こ
の
寺
家
符
を
発
給
し
た
別
当
寛
朝
が
新
た
に
補
任
さ
れ
た
年
で
あ
る
と
い
う

よ
う
に
そ
の
代
替
り
が
メ
ド
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
十
世
紀
の
東
大
寺
の
動
き
を
み
て
き
た
が
、
東
大
寺
は
こ
の
時
期
に
至
っ
て
独
自
の
庄
園
支
配
機
構
を
整
備
し
始
め
る
と
い
え
る
が
、

そ
の
際
特
徴
と
し
て
別
当
を
中
核
と
す
る
形
を
と
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
枢
機
構
こ
そ
政
所
で
あ
っ
た
が
、
別
当
・
三
綱

か
ら
な
る
こ
の
よ
う
な
政
所
は
旧
来
の
官
寺
東
大
寺
に
は
み
え
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
こ
の
事
は
直
ち
に
国
家
機
構
か
ら
の
独
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
東

大
寺
は
依
然
と
し
て
そ
の
依
存
性
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牒
　
　
　
　
　
解

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
十
世
紀
の
東
大
寺
の
情
況
は
、
　
《
国
衙
鉾
東
大
寺
状
庄
》
と
い
う
寺
家
を
め
ぐ
る
文
書
の
動
き
に
如
実
に
．
窺
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牒
　
　
　
　
符

で
き
る
の
で
あ
る
。

①
　
『
東
大
寺
要
録
』
巻
五
、
別
当
章
。
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
（
『
群
書
類
従
』
三
、

　
『
大
日
本
仏
教
全
雷
』
東
大
寺
叢
書
一
に
所
収
）
に
は
別
当
を
已
講
実
敏
と
し
な

　
が
ら
「
私
勘
」
と
し
て
円
明
と
し
て
い
る
。
両
者
と
も
そ
の
根
拠
と
し
て
承
和
五

　
年
八
月
三
日
造
東
大
寺
司
記
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
六
三
男
）
を
あ
げ
て
い
る
が
、

　
こ
れ
以
外
に
承
和
六
年
六
月
廿
一
日
宇
治
苫
田
券
検
納
状
（
『
同
』
六
四
号
）
の
奥

　
判
に
も
「
鋼
盗
円
明
」
が
み
え
る
。

②
　
承
和
九
年
七
月
廿
日
因
幡
国
司
解
（
『
平
安
遺
文
』
七
二
号
）
、
承
和
九
年
七
月

　
廿
四
日
因
幡
国
司
解
（
『
同
』
七
四
号
）

③
　
承
和
七
年
六
月
廿
五
日
阿
波
国
司
解
（
『
平
安
遺
文
』
六
六
弩
）
や
註
②
の
『
同
』

　
七
二
号
文
書
は
九
月
五
日
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
同
』
七
四
号
文
書
や
延
喜
十
三
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年
十
月
三
日
東
大
寺
解
（
『
同
團
二
一
一
弩
）
で
は
五
月
五
日
と
し
て
い
る
。

④
註
③
六
六
号
、
註
②
七
二
号

⑤
　
註
②
文
書
に
は
「
別
当
内
竪
正
六
馬
上
」
と
あ
る
が
、
延
喜
十
三
年
十
月
三
日

　
康
大
寺
解
（
『
平
安
遣
文
』
一
一
一
一
号
）
に
は
「
俗
別
当
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

　
そ
の
文
筥
は
寺
内
の
奏
誌
に
も
と
づ
い
て
太
政
官
が
石
川
糊
臣
を
派
遣
し
た
よ
う

　
に
記
し
て
い
る
。
尚
、
俗
別
当
に
つ
い
て
は
菊
池
京
子
「
俗
別
当
の
成
立
」
（
『
史

　
林
』
五
一
一
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑥
承
和
十
一
年
十
月
十
一
日
阿
波
国
領
（
『
平
安
遺
文
』
七
五
号
）

⑦
　
早
川
庄
八
氏
は
奈
良
隣
代
の
廻
使
に
つ
い
て
『
大
日
本
古
文
書
』
に
頻
出
す
る

　
も
の
で
、
本
来
の
目
的
の
外
に
別
の
揚
所
に
ま
わ
っ
て
別
の
文
書
を
持
参
す
る
も

　
の
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
同
「
天
平
六
年
出
雲
国
計
会
績
の
研

　
究
」
　
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
心
確
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
、
一
九
六
二

　
年
）

⑧
　
天
平
神
護
元
年
四
月
廿
八
日
因
幡
国
司
牒
、
同
日
因
幡
国
国
師
牒
（
『
大
日
本

　
古
文
書
』
編
年
文
書
之
五
、
五
二
五
～
六
頁
）

⑨
延
暦
十
二
年
四
月
十
七
日
播
磨
國
坂
越
・
神
戸
両
通
解
（
『
平
安
遺
文
曝
九
号
）
。

　
な
お
こ
の
史
料
に
つ
い
て
西
山
良
平
「
奈
良
飯
代
『
山
野
』
領
有
の
考
察
」
（
『
史

　
林
』
六
〇
1
よ
二
）
参
昭
酬
。

⑩
承
和
九
年
七
月
十
九
日
悶
幡
胃
管
並
等
別
当
解
（
『
平
安
遺
文
』
七
一
号
）

⑪
　
承
和
九
年
七
月
廿
｝
日
因
幡
節
高
庭
藏
二
曲
（
『
平
安
誓
文
』
七
三
号
）

⑫
　
王
臣
家
に
沽
却
し
て
い
な
い
地
で
「
下
田
」
と
称
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
林
陸
朗
「
初
期
庄
園
の
一
形
態
」
　
（
同
馬
著
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
所
収
、

　
一
九
六
九
年
）

⑬
　
し
か
し
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
時
期
に
損
益
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ

　
が
寺
家
の
寺
田
回
復
運
動
と
の
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
な
お
京
大
架
蔵
の
写
真
版
に
よ
れ
ば
、
こ
の
寺
前
の
筆
跡
と
註
②
七
四
号
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
石
川
朝
臣
）
三
主
の
自
署
と
は
別
人
の
手
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
た
だ

　
彼
の
寒
暑
書
の
部
分
と
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑭
貞
観
頃
の
禅
林
寺
の
例
で
は
、
先
師
忌
日
料
と
し
て
の
田
園
地
利
は
「
須
毎
年

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
選
差
貞
使
、
検
収
地
利
、
随
物
多
少
作
二
分
、
一
分
宛
施
料
、
一
分
作
男
飯
」
と

　
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
使
は
「
毎
年
選
差
」
と
い
う
よ
う
に
機
構
的
に
い
ま
だ
定

　
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
寺
使
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
は
貞
使
と
い
う
こ
と

　
で
あ
っ
た
。
こ
の
貞
使
は
別
の
箇
所
に
み
え
る
「
清
慎
寛
大
」
な
人
物
と
思
わ
れ
、

　
武
力
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
地
利
も
「
随
物
多
少
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
か
る
寺
使
の
あ
り
方
は
東
大
寺
使
の
場
合
に
も
＝
疋
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
だ

　
ろ
う
か
。
　
（
貞
観
十
年
正
月
廿
心
膜
禅
林
寺
式
『
平
安
遣
文
眠
一
五
六
号
）

⑮
「
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
の
経
営
」
（
同
琉
著
『
日
本
古
代
政
治
史
研
究
』
所

　
日
収
、
　
一
九
六
六
年
）

⑯
　
仏
教
写
糊
政
策
と
官
人
俗
自
適
に
つ
い
て
は
註
⑤
菊
池
論
文
に
よ
る
。

⑰
　
承
和
九
年
七
月
廿
四
日
因
幡
国
司
解
（
『
平
安
遺
文
』
七
四
号
）
、
林
氏
は
こ
れ

　
を
東
大
寺
の
主
張
と
し
て
お
ら
れ
る
が
（
前
掲
醤
四
二
九
～
三
〇
頁
）
、
　
厳
密
に

　
は
区
別
す
ぺ
ぎ
だ
と
考
え
る
。

⑱
延
暦
華
年
十
二
月
十
六
日
東
大
寺
三
綱
離
宮
（
『
平
安
遺
文
』
一
＝
号
）

⑲
「
宅
牒
」
は
「
家
牒
」
が
親
王
、
三
位
以
上
の
家
の
家
司
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ

　
る
の
に
対
し
て
、
五
位
以
上
の
官
人
の
宅
司
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
（
西
山
良

　
平
「
家
符
と
家
牒
」
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
㎝
九
七
七
年
無
月
二
七
目
報
告
、

　
尚
要
旨
は
『
日
本
史
研
究
臨
一
八
四
骨
部
会
ニ
ュ
ー
ス
に
掲
載
）
、
ち
な
み
に
藤
原

　
朝
臣
縄
主
は
こ
の
と
き
従
四
位
上
で
あ
る
（
『
公
卿
補
任
』
）
。

⑳
林
氏
前
掲
論
文
、
松
原
弘
宜
「
東
大
寺
領
因
幡
国
高
圧
荘
に
つ
い
て
」
（
『
ヒ
ス

　
ト
リ
ア
』
穴
○
号
）

⑳
　
貞
観
九
年
十
二
月
骨
礒
太
政
官
縛
、
寛
平
三
年
九
月
十
一
日
太
政
官
符
（
い
ず

　
れ
も
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
）
。
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
あ
る
が
、

　
さ
し
あ
た
り
西
岡
虎
之
助
「
荘
園
に
お
け
る
倉
庫
の
経
営
と
港
湾
の
発
達
と
の
関

　
係
」
　
（
同
氏
著
『
荘
園
史
の
研
究
』
上
所
収
、
一
九
五
三
年
）
や
戸
田
芳
実
「
中
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世
成
立
期
の
国
家
と
農
民
」
（
『
日
本
史
研
究
』
九
七
号
）
・
「
九
世
紀
東
国
荘
園
と

　
そ
の
交
通
形
態
」
　
（
『
政
治
経
済
史
学
』
一
　
○
号
）
、
ま
た
交
通
運
輸
労
働
編
成

　
の
観
点
か
ら
の
櫛
木
謙
遜
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
催
役
労
働
の
実
態
に
つ
い
て
」

　
（
『
瞬
本
史
研
究
瞭
一
八
五
畳
）
を
あ
げ
て
お
く
。

＠
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日
太
政
官
符

＠
　
漸
近
が
公
認
さ
れ
る
の
は
貞
観
十
年
の
こ
と
で
あ
る
（
佐
藤
宗
諄
『
平
安
前
期

　
政
治
史
序
説
曝
一
九
七
七
年
、
第
九
章
）
。

＠
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
寛
平
三
年
六
月
十
七
日
太
政
官
符
。
他
方
東
大
尋

　
は
十
世
紀
に
な
っ
て
も
寺
家
の
命
に
反
し
た
人
物
を
と
ら
え
る
の
に
国
衙
の
力
を

　
た
の
ん
で
い
る
（
本
章
第
二
節
参
照
）
。

働
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実
註
⑳
論
文
の
観
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た

　
西
山
良
平
註
⑲
も
示
唆
に
富
む
。

⑳
　
林
氏
前
掲
論
文
、
阿
部
猛
「
初
期
荘
園
の
没
落
過
程
」
　
（
同
氏
著
『
律
令
国
家

　
解
…
体
過
程
の
研
究
隔
所
収
、
　
一
九
六
六
年
）

⑳
　
延
喜
五
年
十
一
月
二
賃
因
幡
国
司
解
（
『
平
安
遺
文
』
一
九
六
号
）

⑱
延
喜
十
三
年
十
月
三
日
東
大
寺
解
（
『
平
安
遣
文
ヒ
ニ
一
号
）

⑲
　
　
い
ず
れ
も
延
喜
五
年
∴
1
一
門
月
二
日
m
囚
幡
國
［
司
鯉
桝
（
『
平
｛
女
遺
文
』
　
一
九
六
号
）

⑳
延
喜
十
三
年
十
月
三
日
東
大
寺
解
（
『
平
安
遺
文
』
一
＝
一
号
）

⑳
　
三
五
代
道
義
は
昌
泰
元
年
八
月
八
本
影
、
三
六
代
戒
撰
は
延
喜
五
年
三
月
十
七

　
日
華
、
延
喜
九
年
に
秩
満
、
智
燈
は
三
八
代
で
延
喜
十
二
年
正
月
廿
一
日
任
で
あ

　
る
。
　
（
そ
れ
ぞ
れ
『
大
日
本
古
文
爵
』
東
大
寺
恥
曝
之
｝
、
一
六
～
一
九
号
）

㊥
　
こ
の
と
き
東
大
寺
に
送
ら
れ
た
藤
原
有
爽
家
の
返
牒
が
数
通
号
っ
て
い
る
。
延

　
魯
十
三
年
三
月
廿
三
日
付
、
同
五
月
一
日
付
、
同
八
月
石
瓦
日
付
、
（
『
平
安
遺
文
』

　
二
〇
八
、
九
、
一
〇
号
）
。
そ
し
て
東
大
寺
が
解
状
を
提
出
し
た
の
は
十
月
三
日
で

　
あ
る
（
註
⑳
参
照
）
。

⑳
　
天
慶
四
年
二
月
二
日
因
幡
国
牒
（
『
平
安
貫
文
鰯
二
五
二
号
）

⑧
　
天
暦
五
年
越
前
国
足
羽
郡
内
の
庄
園
を
避
難
収
納
す
べ
く
燈
わ
さ
れ
た
収
納
使

　
も
、
郡
庁
の
検
佃
帳
に
た
よ
っ
て
い
る
（
天
工
五
年
十
月
廿
三
日
越
前
帯
足
羽
郡

　
庁
牒
・
『
平
安
遺
文
踊
二
六
三
号
）
。

魎
　
寛
和
三
年
二
月
一
日
東
大
寺
符
案
（
『
平
安
同
文
』
三
二
五
号
）
。
本
文
書
に
つ

　
い
て
は
戸
田
芳
実
氏
が
詳
し
い
考
察
を
さ
れ
て
い
る
（
コ
○
～
一
三
世
紀
の
農

　
業
労
働
と
村
落
」
・
大
阪
歴
史
学
会
編
『
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
』
）
。

⑳
　
た
と
え
ば
『
大
日
本
古
文
書
陳
四
巻
i
六
七
、
六
八
な
ど
。
ま
た
『
同
八
二
蓑

　
巻
－
一
七
九
の
如
く
「
泉
市
庄
領
」
な
ど
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
署
名

　
者
は
、
造
東
大
寺
司
の
判
官
、
主
典
な
ど
で
あ
る
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
延
喜
五
年
八
月
廿
五
日
太
政
官
符

⑱
　
諸
家
の
家
符
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
末
に
は
存
在
し
て
い
た
（
西
山

　
良
平
註
⑲
）
。

⑳
　
②
に
つ
い
て
は
表
－
註
①
を
参
照
、
㈹
に
つ
い
て
は
同
文
書
の
表
題
が
「
寺
家

　
下
文
」
と
な
っ
て
い
る
他
、
仁
平
三
年
四
月
廿
九
日
東
大
寺
諸
荘
園
目
録
（
『
平

　
安
遺
文
』
二
七
入
三
号
）
。
㈲
は
同
文
書
の
端
書
の
他
、
働
と
岡
じ
目
録
、
そ
し

　
て
久
安
三
年
四
月
十
七
日
東
大
寺
所
蔵
文
書
自
白
（
『
平
安
遺
文
』
二
六
〇
九
暑
）

　
に
み
え
る
。

⑩
　
天
治
二
年
三
月
廿
九
日
山
城
隅
賀
茂
荘
住
人
等
解
（
『
平
安
遺
文
』
二
〇
三
三

　
暑
）
に
同
文
書
の
副
進
文
書
と
し
て
そ
の
褒
現
が
み
え
る
。

◎
　
佐
藤
宗
諄
氏
は
摂
関
家
の
発
給
文
書
の
分
析
か
ら
、
「
家
牒
」
か
ら
「
摂
関
家
政

　
所
下
文
」
へ
と
い
う
移
行
を
考
え
ら
れ
た
（
同
氏
註
㊥
）
が
、
東
大
寺
に
つ
い
て

　
み
た
限
り
、
牒
か
ら
政
所
下
文
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
先
行
す
る
の
は
寺
家

　
符
で
あ
る
。

＠
　
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
極
め
て
膨
大
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
中
村
直
勝
「
伊

　
目
土
黒
国
光
」
（
同
氏
著
『
荘
圏
の
研
究
』
所
収
、
一
九
三
九
年
）
、
竹
内
理
三
『
日

　
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
』
一
九
三
四
年
、
第
四
篇
、
石
母
田
正
『
中
世
的
世

　
界
の
形
成
』
一
九
四
六
年
、
第
二
章
、
赤
松
俊
秀
「
二
目
と
荘
園
」
（
同
氏
著
『
古

　
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
駈
所
収
、
一
九
七
二
年
）
、
　
さ
ら
に
比
較
的
最
近
の
も
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の
と
し
て
丸
山
幸
彦
「
一
〇
世
紀
に
お
け
る
庄
園
の
形
成
と
展
朋
」
（
『
史
林
勧
五

　
六
一
六
）
を
あ
げ
て
お
く
。

＠
　
康
保
三
年
四
月
二
日
伊
賀
国
夏
見
郷
刀
禰
等
解
案
（
『
平
安
遺
文
』
一
一
八
九
号
）

⑭
康
保
元
年
十
一
月
十
五
日
東
大
寺
告
書
案
（
『
平
安
遺
文
』
二
八
　
号
）

⑮
　
赤
松
氏
晶
肘
旧
黒
山
口
一
六
〇
～
＝
貝

⑯
　
天
喜
元
年
八
月
廿
六
日
墨
型
旨
案
（
『
平
安
遺
文
』
七
〇
四
号
）

⑰
　
竹
内
氏
前
掲
書
一
一
七
三
頁

⑱
　
赤
松
氏
並
削
鵬
押
書
一
六
一
百
ハ

⑧
　
長
保
元
年
六
月
廿
一
日
東
大
寺
別
当
平
崇
憲
状
案
（
『
平
安
遣
文
』
三
八
二
号
）

⑳
註
⑱
に
同
じ

⑭
　
石
母
田
氏
門
門
秘
書
四
工
ハ
百
ハ

⑫
　
永
観
二
年
二
月
廿
三
日
太
政
官
牒
（
『
大
日
本
古
文
書
』
東
大
寺
文
書
之
一
、

　
三
六
号
一
以
後
、
別
当
補
任
の
太
政
官
牒
を
同
書
か
ら
引
用
す
る
際
、
　
『
大
日
本

　
古
文
書
』
一
一
三
六
の
よ
う
に
記
し
、
特
に
必
要
が
な
け
れ
ば
日
付
も
付
さ
な
い
）
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第
二
章
　
十
～
十
二
世
紀
の
東
大
寺
と
別
当

　
前
章
で
見
た
如
く
、
十
世
紀
以
降
東
大
寺
は
新
た
な
庄
園
支
配
機
構
を
整
備
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
別
当
の
果
た

す
役
割
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
こ
の
別
当
の
あ
り
方
を
み
な
が
ら
十
世
紀
以
降
の
東
大
寺
の
動
き
を
眺
め
た
い
と

思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
従
来
、
東
大
寺
が
中
世
的
寺
院
と
し
て
成
立
し
て
く
る
に
あ
た
っ
て
別
当
の
役
割
に
つ
い
て
は
消
極
的
に
と
ら
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は
、
天
喜
元
（
一
〇
五
三
）
年
、
美
濃
国
主
部
庄
住
人
等
が
寺
家
政
所
に
対
し
て
出
し
た
解
状
に
あ

る
次
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。

　
　
東
大
寺
御
所
領
諸
国
散
所
庄
園
収
公
荒
廃
尤
道
理
也
、
何
者
傍
寺
院
別
当
多
分
令
塾
長
任
給
者
也
、
源
平
興
法
修
理
之
勤
、
所
領
庄
園
之
愁
、
予
期
永
年

　
　
所
被
勤
行
也
、
里
中
於
軽
罪
伽
藍
者
、
長
吏
御
任
限
四
箇
年
　
、
傍
代
代
別
当
令
補
任
給
之
後
、
窪
錐
有
機
庄
之
愁
、
称
新
任
之
由
専
剛
不
被
奏
公
底
、

　
　
亦
第
二
三
年
者
、
如
走
黙
過
　
、
亦
於
任
終
者
、
不
幾
任
限
之
故
、
不
被
沙
汰
而
止
、
如
此
遷
替
之
間
、
専
察
単
三
或
以
荒
廃
、
或
以
収
公
、
適
難
有
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
作
、
代
代
国
司
収
公
也
者
、
徒
有
勅
施
入
之
名
、
曾
無
寺
家
用
之
実
、
是
即
代
≧
長
吏
遷
替
之
所
致
也
、



中世寺院成立に関する一考察（久野）

　
即
ち
、
寺
家
所
領
は
別
当
の
任
期
が
四
年
と
い
う
こ
と
に
災
い
さ
れ
て
一
貫
し
た
方
針
に
よ
っ
て
経
営
が
な
さ
れ
な
い
た
め
に
退
転
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
別
当
の
役
割
に
対
し
て
低
い
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
読
み
と
り
も
可
能
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
文
面
は
裏
を
か
え
せ
ば
ま
さ
に
庄
経
営
に
お
け
る
別
当
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
文
書

は
髪
結
庄
の
庄
司
や
住
人
ら
が
、
国
衙
か
ら
の
圧
迫
に
対
し
て
寺
家
政
所
に
訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
「
庄
庄
之
愁
」
を
別
当
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
称
新
任
之
由
専
一
不
浮
評
公
底
」
と
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
要
請
し
て
い
る
と
み
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
任
期
が
四
年

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
重
任
は
可
能
な
は
ず
で
あ
り
、
事
実
捌
当
澄
心
は
寛
弘
九
（
一
〇
＝
一
）
年
所
司
ら
の
奏
状
に
よ
っ
て
重
任
が
認
め
ら

　
　
　
③

れ
て
い
る
し
、
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
に
よ
っ
て
別
当
の
寺
務
年
数
を
み
て
も
、
こ
の
解
状
の
少
し
前
の
長
暦
元
（
一
〇
三
七
）
年
に
別
当
に
就

任
し
た
選
評
は
、
寺
務
十
二
年
を
数
え
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
思
う
と
、
別
当
の
任
期
を
こ
と
さ
ら
に
こ
の
解
状
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、

か
え
っ
て
別
当
の
庄
経
営
に
対
す
る
熱
意
を
促
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず

別
当
の
個
人
的
役
割
が
そ
れ
ま
で
寺
家
庄
園
の
興
廃
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
い
う
寺
内
の
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
解
状
が
繊
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
十
一
世
紀
中
葉
に
お
い
て
別
当
の
主
体
的
な
役

割
の
低
下
を
も
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
十
世
紀
以
降
こ
の
時
期
の
頃
ま
で
の
別
妾
の
具
体
的
役
割
か
ら
注
意
し
て
み
た
い
。

　
東
南
院
文
書
の
中
に
は
、
別
当
補
任
の
際
の
太
政
官
牒
が
多
数
み
え
る
が
、
そ
こ
で
注
温
し
た
い
の
は
そ
れ
ら
の
う
ち
東
大
寺
五
師
大
衆
の

奏
状
や
東
大
寺
解
、
ま
た
別
当
に
補
任
さ
れ
ん
と
す
る
も
の
が
自
ら
認
め
た
奏
状
を
う
け
て
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
十
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
④

後
半
頃
か
ら
見
え
出
す
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
推
薦
・
自
薦
の
弁
か
ら
、
我
々
は
こ
の
時
期
の
別
当
の
役
割
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
気
付
か
れ
る
の
は
、
別
当
の
補
任
・
重
任
を
要
請
し
た
天
延
二
（
九
七
四
）
年
の
五
師
大
衆
奏
状
を
は
じ
め
と
し
て
十
一
世
紀
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

半
頃
ま
で
堂
舎
修
造
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
鋼
当
に
任
ぜ
ら
れ
ん
と
し
て
自
ら
記
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
や
は
り
同
様
の
こ
と
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⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
東
大
寺
別
当
の
役
割
と
し
て
寺
内
の
堂
舎
修
造
が
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
こ
と
に
よ
る
仏
法
の
興
復
で
あ
っ
た
。
か
か
る
動
き
は
単
な
る
名
目
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
と
い
う
の
も
寛
弘
九
年
に
重
任
さ
れ
た
別
当
芳
心
は
「
私
廻
方
計
、
尊
前
遠
近
僧
俗
、
手
翰
入
柚
、
件
数
万
之
麻
木
」
と
い
う
人
物
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
彼
は
伊
賀
国
人
で
「
豊
国
筏
師
子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
「
観
理
大
僧
都
資
」
と
あ
る
が
、
字
訳
そ
の
人

も
安
和
二
（
九
六
九
）
怨
言
二
年
余
り
東
大
寺
別
当
薦
め
た
人
物
で
あ
殉
・
蓄
穆
造
に
功
を
つ
ε
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
⑱
．
萎
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

代
前
期
に
お
け
る
高
僧
が
ま
た
す
ぐ
れ
た
技
術
者
で
あ
っ
た
例
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
東
大
寺
別
当
の
中
に
も
か
か
る
性

格
を
も
つ
も
の
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
東
大
寺
別
当
が
、
十
世
紀
～
十
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
実
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え

る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
他
に
も
そ
の
こ
と
を
示
す
状
況
は
指
摘
し
う
る
。
即
ち
こ
れ
ま
で
十
世
紀
後
半
頃
か
ら
の
寺
家
の
側
か
ら
の
別

当
補
任
要
請
を
め
ぐ
っ
て
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
反
対
に
大
衆
に
よ
る
別
当
に
対
す
る
訴
え
も
や
は
り
十
世
紀
に
な
る
と
み
え
る
よ
う
に
な
っ

て
ぐ
る
。
十
世
紀
に
入
っ
て
こ
れ
ら
の
動
き
が
み
え
出
す
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
期
の
大
衆
勢
力
の
伸
張
を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ

の
中
に
も
先
に
み
た
よ
う
な
別
当
の
性
格
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
早
い
例
と
し
て
延
長
四
（
九
二
六
）
年
四
十
代
別
当
延
倣
の
時
で
あ
る
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
⑭

　
　
大
衆
愁
目
代
僧
昌
微
不
治
経
官
奏

　
次
い
で
み
え
る
の
は
天
暦
三
（
九
四
九
）
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
東
大
寺
法
師
為
訴
愁
彼
寺
別
当
三
三
不
治
之
由
、
五
六
十
人
入
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
カ

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
が
ど
う
な
っ
た
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
翌
年
光
智
が
後
任
の
別
当
に
な
っ
た
際
「
彼
寺
別
当
寛
救
秩
満
之

⑯替
」
と
あ
る
の
を
み
る
と
、
か
か
る
訴
え
は
薩
接
に
別
当
解
任
に
到
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
（
マ
マ
）
⑰

　
し
か
し
な
が
ら
十
一
世
紀
も
末
の
別
当
経
範
の
時
に
は
、
大
衆
は
「
注
滑
五
箇
条
不
治
野
縁
擬
講
以
下
五
十
余
人
別
立
陳
頭
側
申
」
し
、
つ

54　（540）



中世寺院成立に関する一考察（久野）

い
に
経
範
は
停
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
も
別
当
に
対
す
る
訴
え
は
見
え
る
し
、
治
承
元
（
一
一
七
七
）
年
に
な
る
と
　
「
衆
徒
蜂
起
、
止
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

務
」
と
そ
の
激
し
さ
を
加
え
て
い
く
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
経
範
の
時
期
ま
で
は
別
当
の
「
不
治
」
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
不
治
と
は
単
に
何
も
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
は
先
の
経
範
の
場
合
「
不
治
」
が
三
五
ケ
条
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
借
五
箇
条
悪
事
」
と
も
称
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
「
能
治
」
と
の
対
概

　
　
　
⑳

念
で
あ
り
、
先
に
み
た
所
司
大
衆
ら
の
別
当
推
挙
の
動
き
は
こ
の
能
治
の
強
調
に
他
な
ら
ず
、
不
治
の
訴
え
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
よ
う
。
蕃
実
「
能
治
」
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
み
る
と
、
延
喜
四
年
の
別
当
道
義
や
、
天
暦
十
年
の
前
節
で
少
し
言
及
し
た
別
当
光

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

智
の
如
く
「
寺
務
能
治
賞
」
の
故
に
権
律
師
と
な
っ
て
い
る
例
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
十
一
世
紀
ま
で
の
別
当
が
こ
の
よ
う
に
能
治
不
治
を
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
こ

と
も
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
別
当
が
寺
院
内
に
お
い
て
実
質
的
な
機
能
を
果
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
不
治
と
い
う
こ
と
は
別
当
解
任
の
正
当
な
理
由
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
前
章
第
二
節
で
み
た
別
当
の
あ
り
方
と
も
符
合

す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
主
に
十
世
紀
以
降
十
一
世
紀
前
半
ま
で
の
別
当
の
役
割
を
注
意
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
前
章
で
み
た
政
所
に
つ
い
て
も
十
世
紀

と
十
一
世
紀
を
一
括
し
て
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
も
十
一
世
紀
に
な
る
と
政
所
に
関
し
て
新
た
な
動
き
が
見
出
せ
る
よ
う
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
政
所
下
文
の
登
場
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
政
所
下
文
は
寺
家
符
の
役
割
を
う
け
つ
い
で
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
東

大
寺
の
そ
の
初
見
は
万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
年
の
も
の
で
あ
っ
て
、
寺
家
符
の
早
見
よ
り
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
所
下
文
は
発
生
期
の
も

の
と
し
て
さ
ざ
ま
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
と
り
わ
け
十
一
世
紀
前
半
の
政
所
の
位
置
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
こ

の
政
所
下
文
を
み
な
が
ら
こ
の
時
期
の
政
所
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
政
所
下
　
玉
滝
杣
使
権
寺
主
念
秀
井
杣
司
等
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応
早
任
権
少
別
当
威
儀
師
仁
満
代
≧
公
験
、
免
除
湯
船
庄
四
至
内
井
当
年
以
往
畠
地
子
弁
進
之
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
難
件
所
領
田
畠
、
相
伝
領
掌
年
序
久
、
傍
大
僧
正
初
御
任
之
間
、
任
道
理
免
除
御
判
諾
了
、
蒲
重
当
時
、
旧
慣
免
除
之
由
、
御
判
明
白
蜜
、
解
任
公
験
、

　
　
件
四
至
内
田
畠
地
子
井
臨
時
雑
役
可
免
除
之
状
如
件
、
不
可
違
失
、
故
下
、

　
　
　
　
万
寿
二
年
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
別
当
律
師
在
判

　
通
読
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
政
所
下
文
は
仁
満
の
私
領
内
の
地
子
を
寺
家
使
が
責
め
取
る
の
を
停
止
す
る
こ
と
を
告
げ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
際
に
免
除
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
仁
満
の
「
代
々
公
験
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
な
に
よ
り
も
「
大
僧
正
」
に
よ
っ
て
初
の
「
御

任
」
の
と
き
と
、
重
ね
て
こ
の
時
な
さ
れ
た
「
御
判
」
が
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
大
僧
正
な
る
人
物
が
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
、

な
る
が
、
こ
の
政
所
下
文
の
日
付
の
三
ケ
月
前
の
日
付
を
も
つ
仁
満
の
解
状
を
み
る
と
、
そ
の
い
き
さ
つ
な
ど
が
よ
り
わ
か
る
。

　
そ
の
解
状
の
書
出
し
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
威
儀
師
仁
満
謹
解
申
請
大
僧
正
御
房
恩
裁
畜

　
　
　
請
被
…
賜
難
事
於
東
大
寺
司
、
任
前
例
、
基
本
令
糺
堺
四
至
糖
伝
所
領
伊
賀
湯
船
庄
四
至
内
、
被
分
取
御
寺
所
領
玉
滝
御
杣
上
毛
四
村
不
安
愁
状

　
　
　
　
　
副
進
前
勘
文
井
　
御
判

　
　
　
（
後
略
）

と
い
う
も
の
で
、
以
下
の
文
中
に
も
「
望
請
、
御
室
裁
、
賜
仰
事
於
寺
司
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
仁
満
解
状
は
大
僧
正
御
房
に
対
し
て
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
東
大
寺
鰍
所
宛
に
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
℃
」
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
、
．
」
の
時
東
大
寺
別
当
は
律
師
観
真
で

あ
る
か
ら
、
大
僧
正
は
東
大
寺
別
当
で
も
な
い
。
で
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
万
寿
二
年
段
階
で
の
大
僧
正
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
深
覚
一
人
で
あ

　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
、
彼
こ
そ
こ
こ
に
み
え
る
大
僧
正
御
房
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
は
時
の
東
大
寺
政
所
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
直
覚
は
九
条
右
大
臣
師
輔
の
子
と
い
う
顕
貴
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
正
暦
年
間
の
あ
と
、
長
和
五
年
よ
り
再
度
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
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⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
の
あ
と
別
当
は
朝
晴
、
そ
し
て
こ
の
政
所
下
文
を
発
給
し
た
観
真
と
続
く
の
で
あ
る
が
、
朝
晴
は
こ
の
罪
す
で
に
死
去
し
て
い
る
か
ら
、
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

覚
は
事
実
上
の
前
別
当
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
前
別
当
で
大
僧
正
と
い
う
こ
と
に
注
厨
す
れ
ば
、
十
一
世
紀
初
頭
、
春
日
庄
を
め
ぐ
る
東
大
寺
と
前
別
当
雅
慶
の
対
立
の
際
、
東
大
寺
已
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

五
師
ら
が
正
慶
に
対
し
て
「
言
為
専
寺
僧
綱
之
上
首
」
て
「
不
鷹
野
心
」
と
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
先
に
み
た
如
く
、
こ

の
時
期
の
別
当
の
果
た
し
て
い
た
実
質
的
役
割
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
前
別
当
と
し
て
の
影
響
力
も
自
然
寺

家
に
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
手
弄
の
場
合
も
同
様
の
事
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
彼
の
場
合
は
そ
れ
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
観
真
が
東
大
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
た
す
ぐ
翌
日
に
深
覚
が
「
寺
家
上
事
等
」
を
知
行
す
る
よ
う
に
と
の
官
宣
旨
が
東
大
寺
に
下
さ

　
　
　
　
　
　
　
⑭

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
別
当
を
務
め
た
顕
貴
な
僧
が
、
東
大
寺
司
に
対
し
て
命
令
を
下
す
と
い
う
こ
と
が
、
公
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
仰
を
う
け
て
出
さ
れ
た
政
所
下
文
は
別
当
一
人
の
雪
山
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
事
は
、
政
所
下
文
と
い
う
文
書
形
式
を
生
み
出
し
た
時
点
に
到
っ
て
も
、
な
お
政
所
に
お
い
て
別
当
な
ど
の
個
人
的
な
役
割
が
大
き

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
前
別
当
な
ど
個
々
の
僧
侶
の
勢
力
が
容
易
に
介
入
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
注
意
し
て
み
る
と
「
代
代
政
所
御
古
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
も
、
政
所
と
い
う
も
の
が
別
当
の
交
替
ご
と
に
代

が
か
わ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
即
ち
政
所
に
お
け
る
別
当
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
政
所
下
文
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
っ
て
、
平
安
期
の
文
書
目
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
⑰

　
　
一
巻
＋
三
通
東
大
寺
代
代
別
当
裁
定
下
文

こ
れ
は
伊
賀
国
黒
田
庄
出
作
地
に
つ
い
て
の
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
も
の
も
現
存
し
て
い
る
が
確
か
に

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

政
所
下
文
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
ま
た
別
の
目
録
で
は
「
一
巻
＋
三
枚
東
大
寺
代
々
別
当
下
文
」
と
も
「
十
三
通
代
代
寺
家
妥
当
下
文
」
と

も
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
政
所
機
構
が
別
当
を
中
心
と
す
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
反
対
に
東
大
寺
政
所
あ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
解
状
に
「
上
野
重
安
解
　
申
請
東
大
寺
別
当
法
務
大
僧
都
御
室
政
所
恩
裁
事
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
も
頷
け
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
事
実
は
、
や
は
り
政
所
が
も
と
も
と
別
当
を
中
心
に
し
て
そ
の
機
構
形
成
を
行
な
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
、

時
点
に
到
っ
て
も
な
お
か
か
る
政
格
は
色
混
く
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

政
所
下
文
を
発
給
す
る

58 （544）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
前
節
で
み
た
よ
う
に
別
当
補
任
を
め
ぐ
る
動
き
や
万
寿
二
年
の
政
所
下
文
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
、
十
世
紀
以
来
菓
大
寺
の
支
配
機
構
は

別
当
を
中
核
と
す
る
形
で
展
開
し
て
き
た
こ
と
が
窺
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
動
き
は
十
一
世
紀
を
通
じ
て
も
同
様
の
形
で
進
行
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
十
世
紀
以
降
別
当
の
動
き
が
重
要
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
背
後
に
は
前
章
第
二
節
の
板
蝿
杣
で
み
た
如
き
独

自
の
動
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
筆
使
の
存
在
や
、
不
治
能
治
を
言
及
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
寺
内
勢
力
の
動
向
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
さ
ら
に
十
一
世
紀
中
葉
に
は
、
本
章
冒
頭
の
宇
部
庄
住
人
ら
の
解
状
に
み
え
た
よ
う
な
別
当
の
役
割
が
後
退
し
て
い
る
状
況
も
留

意
さ
れ
る
。
と
な
る
と
や
は
り
十
世
紀
と
十
一
世
紀
で
は
別
当
の
占
め
る
比
重
も
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
そ

の
萌
芽
は
、
ま
さ
し
く
先
の
万
寿
二
年
の
政
所
下
文
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
そ
れ
が
発
給
さ
れ
る
の
に
際
し
て
有
力
僧
の
個
人
的
権
限
が
大
き
く
働
い
て
は
い
た
が
、
他
方
こ
の
時
寺
家
使
念
秀
が
現
地
に
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
た
の
が
、
こ
の
政
所
下
文
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
大
僧
正
深
覚
は
寺
家
使
に
直
接
命
を
下
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
政
所
を
介
し
て
は
じ
め
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
政
所
が
有
力
僧
個
人
の
恣
意
性
に
の
み
左
右
さ

れ
な
い
寺
内
の
機
構
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
所
下
文
の
登
場
が
も
つ
意
味
も
、
前
節
の
如
き
性

格
を
も
ち
つ
つ
も
こ
こ
に
こ
そ
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
所
下
文
が
本
格
的
に
み
え
出
す
の
は
十
一
世
紀
中
葉
以
降
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
う
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
寺
家
符
」
の
消
滅
の
あ
と
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
こ
こ
で
改
め
て
十

一
世
紀
中
葉
以
降
の
状
況
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
十
一
世
紀
中
葉
、
と
り
わ
け
天
喜
年
間
が
東
大
寺
領
庄
園
の
歴
史
の
中
で
も
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
早
く
竹
内
理
三
氏
が
論
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⑬

究
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
所
下
文
の
発
給
主
体
で
あ
る
こ
の
政
所
の
機
能
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
こ
の
時
期
は
注
目
す
べ
き
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

化
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
河
直
躬
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
中
葉
に
は
東
大
寺
の
営
繕
機
関
が
造
寺
所
か

　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
修
理
所
に
転
化
し
、
そ
の
際
に
封
物
徴
収
機
能
が
別
当
－
三
綱
の
側
に
一
括
さ
れ
て
い
く
事
実
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
東
大
寺
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
の
封
戸
は
十
一
世
紀
最
末
期
ま
で
そ
の
役
割
を
果
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
要
物
納
入
に
あ
た
っ
て
東
大
寺
が
諸
国
に
あ
て
て
発
給
し
た
返
抄
や
催
牒
を
ま
と
め
て
み
る
と
表
韮

の
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
そ
こ
で
は
二
つ
の
型
が
あ
る
の
に
気
付
か
れ
る
。
一
つ
は
「
東
大
寺
返
抄
（
牒
）
」
と
い
う
書
出
し
で
署
名
は
別
当

・
（
少
別
当
）
・
三
綱
、
印
は
「
東
大
寺
印
」
「
東
大
之
印
」
（
④
型
）
、
他
の
一
つ
は
「
造
菓
大
寺
（
所
）
返
抄
（
牒
）
」
の
書
出
し
で
、
署
名
は

別
当
・
（
少
別
当
）
・
知
事
、
印
は
「
造
東
大
（
之
）
印
」
（
⑬
型
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
表
H
の
注
1
に
記
し
た
ご
と
く
⑧
型
は
寺
内
の
営

繕
用
の
封
物
を
収
取
す
る
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
十
一
世
紀
中
葉
、
造
寺
所
か
ら
修
理
所
に
変
化
す
る
時
期
を
境
に
③
型
は
消
滅

し
（
天
喜
三
年
の
造
東
大
寺
牒
⑳
が
最
後
）
、
④
型
に
統
一
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
⑪
⑫
⑭
⑯
…
…
）
。
か
か
る
変
化
か
ら
十
一
世
紀
半
ば
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
末
に
か
け
て
封
戸
管
理
の
事
務
が
東
大
寺
政
所
に
吸
収
さ
れ
る
と
し
た
大
河
氏
の
指
摘
は
ま
さ
に
卓
見
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
動
き
に
注
意
し
て
み
る
と
⑧
型
が
消
滅
す
る
少
し
前
の
永
承
三
（
一
〇
四
八
）
年
、
⑧
型
が
発
給
さ
れ
る
造
東
大
寺
所
分
の
美
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

国
の
前
里
掌
は
造
東
大
寺
所
で
は
な
く
東
大
寺
政
所
に
対
し
て
解
状
を
提
出
し
て
い
る
の
が
早
く
も
み
え
る
。
ま
た
⑧
型
の
最
後
の
も
の
に
あ

た
る
造
東
大
寺
牒
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
　
牒
、
以
今
年
御
封
物
、
須
充
明
年
参
期
以
前
寺
用
也
、
而
如
云
≧
、
前
別
当
構
成
当
年
封
戸
返
抄
、
任
意
請
用
者
、
是
専
不
可
然
之
事
也
、
属
国
用
件
横

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
返
抄
、
妾
時
政
所
可
被
下
当
時
政
所
之
状
、
牒
送
如
件
、
乞
衙
察
状
、
故
情
牒
、

と
あ
っ
て
「
前
別
当
」
の
封
戸
返
抄
と
対
に
な
る
形
で
「
当
時
政
所
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
が
造
東
大
寺
牒
の
中
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
み
る
と
生
物
徴
収
の
機
能
も
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
如
く
、
別
当
を
中
核
と
す
る
形
で
政
所
の
権
限
が
拡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
ゆ
く
中
で
造
寺
所
か
ら
政
所
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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表
∬

N
l年

月
日

書
　

　
出

　
　

し
1＊

iI
署

判

1
延
長
6（

9
2
8）

5．
17

造
東

大
寿

所
返

抄
上

野
国

下
少

別
当

　
知

事
㈲

　
権

都
維

那

2
寛

和
元

（
985

）
10．

一
造

東
大

寺
牒

　
　

上
野

国
劇

下
．

別
当
　
少
別
当
　
勾
当
　
知
事
（
4）

3
長
暦
2
（
1
0
38
）
乳

2
3

東
大

寺
返

抄
　

　
越

中
国

上
溺

当
　

都
維

那
4　　只V

長
暦

2
（

1
0
38）

7．
2
3

ｷ
暦
2
（
1
0
3
8）

7．
23

（
越
中
国
に
対
す
る
東
：
大
寺
牒
と
思
わ
れ
る
が
，
虫
損
の
た
め
不
詳
）

6
長

暦
2
（

1
0
38）

7．
2
3

東
大

寺
牒

　
　

　
越

中
国

上
脳
少
別
当
i理

1
7

長
暦

2
（

1
0
38）

7．
2
3

東
大

寺
牒

　
　

播
磨

国
衙

上
別

当
　

少
1別

当
　

上
座

　
都

維
那

8
長

暦
3
（

10
39

）
11．

1
東

大
寺

返
抄

　
　

播
磨

国
上

別
当

　
少

別
当

　
上

座
寺

主
　

都
維

那
（
東
大
寺
牒
）

9
長

暦
3
（

1039）
1
1．

一
〔

＝
＝

コ
　

　
　

越
後

国
衙

上
別

当
　

少
別

当
　

上
座

寺
主

都
維

那
（
東
大
）
　
（
抄
）
　
　
（
美
作
）

10
長
久
元
（
104

0）
1
1，

一
□

華
華

□
　

　
　

［
コ

国
国

下
別
当
　
少
別
当
　
勾
当
②
　
専
当
　
知
事
（
2）

11
長
久
元
（
1040

）
11

．
一

造
東

大
寺

牒
　

　
美

作
国

衙
下

別
当
　
少
別
当
　
勾
当
　
専
当
　
知
事

12
長
久
元
（
1040

）
11

．
一

東
大

寺
返

抄
　

　
駿

河
国

上
＊

2
劉

当
　

少
別

当
　

都
維

那
（
大
）

13
東

臼
寺

返
抄

　
　

越
後

国
上

＊
3

14
長

久
2（

1G4
1）

1
1．

一
劉

当
　

少
別

当
　

上
座

寺
主

　
都

維
那

15
長
久
2
（
1
04

1
）
U
．
一

東
大

寺
返

抄
　

　
播

磨
国

上
別

当
　

少
別

当
　

上
座

都
維

那
16

長
久

2（
104

1）
1
1．

一
東

大
寺

返
抄

　
　

周
防

国
下

別
当
　
小
別
当
　
勾
当
（
2）

永
当
　
知
事
（
2｝

17
長

久
2（

1
041

）
11
．

一
造

東
大

寺
牒

　
　

周
防

国
衙

下
別

当
　

小
別

当
　

勾
当

｛
2｝

専
当

　
知

事
②

（
瀦
当
）
（
少
瀦
当
）
（
上
座
）
　
（
上
座
）

18
長
久
3
（
10
4
2）

8
．
1

東
大

寺
返

抄
　

　
美

濃
国

上
□

　
〔

＝
コ

　
［

コ
　

権
〔

コ
　

寺
主

　
都

維
那

19
長
久
3
（
10
4
2）

8
．
1

東
大

寺
牒

　
　

美
濃

国
衙

上
別
当
　
少
別
当
　
上
座
権
上
座
寺
主
　
都
維
那

20
長
久
3
（
10
4
2）

8
．
1

東
大

寺
返

抄
　

　
下

野
国

上
刷
当
　
少
別
当
　
上
座
権
上
座
寺
主
　
都
維
那

21
長
久
3（

10
42）

□
東

大
寺

牒
　

　
下

野
国

衙
上

別
当
　
少
男
ll当

　
上
座
権
一
と
座
寺
主
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こ
う
し
て
十
一
世
紀
中
葉
に
は
造
寺
所
か
ら
修
理
所
へ
転
換
し
、
そ
の
際
に
餌
壷
徴
収
の
権
限
は
別
当
i
三
綱
の
側
に
移
り
、
修
理
所
は
寺

内
工
房
と
な
っ
て
い
く
。
他
方
、
別
当
－
三
綱
は
か
か
る
権
限
拡
大
に
伴
っ
て
さ
ら
に
そ
の
機
構
を
整
備
拡
充
し
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
ま

さ
に
こ
の
時
期
か
ら
政
所
下
文
は
本
格
的
に
見
え
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
十
世
紀
以
来
の
別
当
－
三
綱
の
強
大
化
は
一
つ
の
帰
結
の
時
期
を

迎
え
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
東
大
寺
政
所
の
機
構
的
成
立
期
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
ま

た
政
所
に
お
け
る
別
当
の
個
人
的
な
役
割
の
比
重
の
低
下
と
三
綱
ら
が
よ
り
実
質
的
な
部
分
を
担
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る

が
、
十
一
世
紀
後
半
に
な
る
と
確
か
に
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
潜
取
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
た
と
え
ば
天
喜
五
年
の
臼
付
を
も
つ
若
狭
国
の
封
事
に
つ
い
て
の
同
三
年
以
来
の
進
未
勘
文
を
見
る
と
そ
の
冒
頭
は

　
　
　
　
　
あ
　
　
へ

　
　
東
大
寺
政
所

　
　
　
勘
申
若
狭
国
御
封
三
箇
年
所
済
未
済
状

と
な
っ
て
い
る
が
、
署
名
の
部
分
は
「
嬉
々
都
維
那
法
師
」
と
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
大
寺
政
所
の
名
の
も
と
に
三
綱
の
一

員
が
実
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
表
面
化
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
改
め
て
政
所
下
文
を
特
に
そ
の
署
判
に
注
目
し
つ
つ
み
て
い
く
と
、
十
一
世
紀
末
近
く
に
な
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る
と
次
の
よ
う
な
も
の
に
逢
着
す
る
。

　
　
④
　
承
暦
四
年
三
月
五
日
都
維
那
法
師
覚
昭

　
　
　
別
当
法
眼

　
　
　
上
座
大
法
師
（
花
押
）

　
　
　
寺
主
大
法
師
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
権
寺
主
大
法
師
（
花
押
）

　
　
㈲
　
嘉
保
二
年
正
月
五
日
権
都
維
那
法
師
林
尊

　
　
　
別
当
法
印
　
　
　
　
　
都
維
那
法
師
賢
快

　
　
　
上
座
大
法
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
災
）

　
　
　
権
上
座
大
法
師
（
花
押
）
　
「
慶
源
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
）

　
　
　
寺
主
大
法
師
（
花
押
）
　
「
朝
秀
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
裏
V
㊥

　
　
　
権
寺
主
大
法
師
（
花
押
）
　
「
逞
慶
」

こ
こ
で
は
④
㈲
と
も
別
当
の
と
こ
ろ
が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
別
当
の
署
去
な
し
に
こ
れ
ら
の
政
所
下
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
発
給
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
㈲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
付
に
も
注
意
し
た
い
。
と
い
う
の
も
時
の
別
当
は
法
印
慶
信
に
あ
た
ろ

　
や

　
　
　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
に
は
彼
は
こ
の
前
年
の
十
二
月
末
に
病
に
よ
っ
て
東
大
寺
別
当
を
辞
し
た
と
あ
る
。
彼
は
こ
の
年
の
正
月
九
日

．
つ
カ

に
卒
去
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
の
こ
の
記
載
は
信
頼
し
え
よ
う
。
と
な
る
と
、
こ
の
政
所
下
文
は
別
当
が

そ
の
職
務
に
つ
い
て
い
な
い
時
期
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
例
の
政
所
下
文
は
、
政
所
に
お
け
る
別
当
と
三
綱
の
位
置
の
決
定
的
な
転
換
、
即
ち
政
所
の
実
際
的
な
権
限
が
三
綱
の
側
に
移
っ
て

き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
興
福
寺
の
政
所
下
文
を
み
て
み
る
と
、
よ
り
は
つ
き
り
と
十
二
世
紀
を
境
と
し
て
そ
の
夏
芝
が
別
当
一
人
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

け
で
あ
っ
た
の
か
ら
三
綱
の
み
の
署
判
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
も
東
大
寺
と
同
様
の
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
富
沢
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清
人
氏
は
、
十
一
・
二
世
紀
の
東
大
寺
政
所
の
人
的
構
成
を
ま
と
め
ら
れ
、
三
綱
に
つ
い
て
は
四
年
任
期
の
原
則
は
崩
壊
し
て
い
る
こ
と
、
新

政
所
構
成
に
あ
た
っ
て
前
政
所
の
三
綱
の
中
核
的
人
物
が
再
任
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
か
か
る
傾
向
が
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

世
紀
中
葉
の
覚
源
政
所
以
降
顕
著
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
先
の
動
き
と
整
合
的
な
事
実
で
あ
る
。
別
当
の
側
に
つ
い
て
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

る
と
、
補
任
に
際
し
て
「
公
請
の
労
」
を
強
調
す
る
傾
向
が
十
一
世
紀
に
な
る
と
見
え
属
す
の
で
あ
り
、
そ
の
地
位
に
形
式
的
側
面
が
前
面
に

出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
別
当
の
役
割
は
寺
内
で
よ
り
も
、
貴
族
社
会
の
動
向
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
菓
大
寺
の
中
枢
機
構
で
あ
る
政
所
は
十
一
世
紀
中
葉
に
そ
の
機
構
的
成
立
を
遂
げ
る
と
考
え
る
。
同
時
に
そ
の
こ
と
は
三

綱
の
側
の
実
質
的
な
役
割
を
不
可
欠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
反
対
に
別
当
の
側
の
比
重
の
低
下
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ

以
後
東
大
寺
の
動
き
は
、
別
当
に
か
わ
っ
て
三
綱
ら
寺
内
有
力
僧
を
そ
の
中
核
と
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
章
冒
頭
に
あ
げ
た
天
喜
元

年
の
茜
部
庄
住
人
ら
の
解
が
記
さ
れ
た
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
十
世
紀
以
来
別
当
を
中
核
に
し
な
が
ら
そ
の
機
構
整
備
を
果
た
し
て
き
た
東
大
寺
は
、
十
一
世
紀
中
葉
に
到
っ
て
大

き
な
帰
結
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
新
た
な
運
動
の
出
発
点
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
前
節
ま
で
の
趨
勢
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
十
二

世
紀
段
階
の
東
大
寺
の
様
柏
を
み
た
い
と
思
う
。

　
稲
葉
伸
道
氏
は
政
所
下
文
を
整
理
検
討
し
、
別
当
・
三
綱
暑
判
に
よ
る
そ
れ
が
、
久
安
三
（
一
一
四
七
）
年
の
も
の
を
最
後
に
消
滅
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
東
大
寺
別
当
の
必
要
傾
向
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
十
二
世
紀
に
な
る
と
別
当
と
三
綱
の
分

離
傾
向
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
伴
う
政
所
の
性
格
変
化
が
君
取
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
た
と
え
ば
嘉
承
二
（
一
」
〇
七
）
に
は
莱
大
寺
の
三
綱
が
五
師
大
法
師
と
共
に
政
所
裁
を
請
う
解
状
を
提
出
し
て
い
る
の
が
早
く
も
み
え
る
。

三
綱
は
い
う
ま
で
も
な
く
政
所
の
実
質
的
な
役
割
を
担
う
構
成
員
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
彼
ら
が
政
所
に
対
し
て
解
状
を
出
す
と
い
う
こ
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と
は
、
政
所
が
ま
さ
し
く
個
々
の
別
当
の
政
所
と
い
う
形
で
成
長
し
て
き
た
こ
と
に
よ
る
別
当
口
政
所
と
い
う
観
念
が
強
固
に
あ
っ
た
こ
と
に

麗
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
三
綱
を
除
外
し
た
政
所
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
東
大
寺
の
中
枢
機
構
と
し
て
実
質
的

な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
十
二
世
紀
、
東
大
寺
で
は
し
ば
し
ば
庄
園
文
書
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
別
当
と
三
綱
の
分
離
は
う
か
が
え
る
。
仁
平

三
（
＝
五
三
）
年
の
諸
庄
園
文
書
目
録
は
、
久
安
三
年
頃
、
別
当
寛
信
が
文
書
を
修
復
し
よ
う
と
し
て
よ
り
よ
せ
た
が
、
　
「
欲
返
送
本
寺
之
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

不
慮
当
外
遷
化
」
し
た
た
め
に
、
後
々
の
備
え
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
こ
の
久
安
三
年
置
文
書
を
別
当
に
送
る

際
作
っ
た
と
思
わ
れ
論
詰
録
を
見
る
と
「
注
進
　
依
召
進
上
印
蔵
文
書
事
」
と
の
書
出
し
で
、
末
尾
に
は
「
右
、
依
番
所
仰
進
上
文
書
、
大
略

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

注
進
如
件
」
と
あ
っ
て
五
師
・
三
綱
・
勾
当
が
署
名
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
目
録
か
ら
先
の
別
当
寛
信
は
政
所
と
称
さ
れ
て
お
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

か
も
彼
は
寺
外
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
の
そ
の
他
の
庄
園
文
書
目
録
あ
る
い
は
文
書
出
納
日
記
に
も
「
為
進
上
政
所
、
取
耳
偏
と

　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
「
依
政
所
仰
進
上
文
書
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
は
多
く
見
う
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
い
る
の
は
や
は
り
三
綱
ら

　
　
　
　
⑧

な
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
別
当
と
三
綱
と
の
乖
離
は
、
寺
家
の
中
央
政
府
へ
の
働
き
か
け
の
方
法
に
も
反
映
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
安
元
元
（
＝
七
五
）
年
黒

田
庄
に
興
福
寺
使
が
乱
入
し
た
際
、
興
福
寺
に
対
し
て
「
新
儀
沙
汰
」
を
停
止
せ
よ
と
の
院
宣
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
院
に
は
「
東
大

　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

寺
別
当
申
状
並
所
司
解
状
」
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
平
安
最
末
期
の
養
和
年
聞
に
造
興
福
寺
役
の
免
除
を
求
め
て
出
さ
れ
た
東
大
寺
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

当
の
書
状
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
政
所
仰
遣
」
す
書
状
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
東
大
寺
所
司
ら
の
申
状
を
う
け
て
繊
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
に
十
二
世
紀
に
入
る
と
東
大
寺
で
は
別
当
、
所
司
に
よ
る
二
種
の
書
状
を
作
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
別
当
（
政
所
）
が
寺

家
よ
り
徐
々
に
離
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
実
際
、
東
大
寺
別
当
の
中
に
他
意
出
身
者
が
多
く
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
十
二
世
紀
に
な
る
と
決
定
的
で
あ
っ
て
、
長
治
元
（
一
一
〇
四
）
年
の
勝
覚
の
別
遍
就
任
以
来
、
平
安
末
ま
で
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

他
寺
系
と
確
認
で
き
な
い
別
当
の
回
っ
た
寺
務
年
数
は
僅
か
十
年
余
り
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
別
当
・
三
綱
の
判
に
よ
る
政
所
下
文
も
消
減
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
政
所
は
寺
家
の
中
枢
で
は
な
く
別
当
個

人
を
さ
す
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
前
節
の
最
後
に
述
べ
た
よ
う
な
動
向
が
さ
ら
に
進
展
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
か
か
る
別
当
の
離
婁
傾
向
に
対
し
て
寺
内
で
は
ど
の
よ
う
な
動
き
が
み
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
二
世
紀
に
な

る
と
前
述
の
如
く
政
所
下
文
が
変
化
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
み
え
な
か
っ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
発
給
主
体
に
よ
る
下
文
が
登
場
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
寺
家
使
の
発
馬
主
体
に
つ
い
て
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
こ
の
よ
う
な
主
体
と
し
て
登
場
す
る

公
文
所
や
預
所
を
中
心
に
寺
内
の
動
向
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
公
文
所
は
十
世
紀
か
ら
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
十
一
世
紀
ま
で
そ
の
名
が
み
え
る
の
は
す
べ
て
封
物
関
係
で
あ
る
の
に
対
し

て
十
二
世
紀
に
な
る
と
従
来
と
は
異
な
っ
た
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
目
に
つ
く
の
が
公
文
所
下
文
の
登
場
と
い
う
わ
け
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
が
、
時
期
的
に
は
ま
さ
し
く
励
当
・
三
綱
に
よ
る
政
所
下
文
が
消
滅
し
た
あ
と
を
う
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
平
安
期
の
も
の
と
し
て
は
平

治
元
年
を
初
見
と
す
る
四
例
だ
け
で
あ
る
が
、
充
所
は
す
べ
て
寺
家
所
領
及
び
庄
官
で
あ
り
政
所
下
文
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
最
も
注
目
す
べ

き
差
異
と
し
て
は
別
当
の
署
判
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
政
所
下
文
で
は
別
当
以
下
（
権
）
寺
主
ま
で
が
上
段
、
そ
れ
以
下
が
下
段
に
血
判
し
て

い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
す
べ
て
同
列
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
公
文
所
の
性
格
の
一
端
が
窺
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
公
文
所
の
動
き
と
し
て
は
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
寺
領
相
論
に
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
て
、
寺
家
の
文
書
を
使
っ
て
注
進
状
を
作
成
し
た
り
、
解
状
陳
状
を
提
出
し
た
り
し
て
寺
家
を
代
表
し
て
い
る
の
が
み
え
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
公
文
所
作
成
の
文
書
の
署
判
に
は
三
綱
の
み
で
は
な
く
、
か
つ
て
造
寺
所
の
構
成
員
と
し
て
そ
の
名
の
み
え
た
勾
当
・
尊
当
も
あ
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
い
る
の
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
勾
当
は
十
二
世
紀
検
注
使
と
し
て
さ
か
ん
に
そ
の
名
が
み
え
た
り
、
ま
た
三
綱
と
共
に
文
書
出
納
に
あ

　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
「

た
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
検
注
・
文
書
出
納
に
つ
い
て
も
公
文
所
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
な
公
文
所
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
し
く
い
ず
れ
も
別
当
と
三
綱
の
乖
離
、
そ
し
て
三
綱
を
中
心
と
す
る
寺
内
機
構
整
備
の
進
農

を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
即
ち
か
つ
て
の
東
大
寺
の
中
枢
で
あ
っ
た
政
所
は
そ
の
役
割
を
消
失
さ
せ
、
別
当
（
－
政
所
）
と
公
文
所
と
に
分
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化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
十
二
世
紀
に
至
っ
て
寺
内
に
お
け
る
別
当
の
役
割
は
こ
こ
に
決
定
的
に
減
少
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
公
文
所
は
そ
れ
に
か
わ
る
寺
内
有
力

僧
た
ち
の
注
目
す
べ
き
動
き
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
か
れ
ら
の
動
向
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
も
す
べ
て

で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
有
力
僧
た
ち
の
具
体
的
な
あ
り
方
の
一
端
を
預
所
を
通
し
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
東
大
寺
の
庄
園
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

配
に
お
い
て
預
所
が
さ
か
ん
に
み
え
出
す
の
は
こ
の
十
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
預
所
も
下
文
を
発
給
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
久
安
二
年
、
大
和
国
薬
園
・
縁
玉
響
田
堵
ら
は
、
検
導
車
が
例
損
を
従
来
よ
り
少
な
く
し
て
得
田
を
多
く
し
た
り
、
園
田
子
供
給
料
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

恒
例
の
四
升
米
の
他
に
「
日
別
二
四
十
平
心
ノ
饗
前
」
を
要
求
す
る
と
い
う
非
法
を
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
検
田
使
の
非
法
そ
の
も
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

注
目
さ
れ
る
が
、
か
か
る
田
堵
等
の
解
状
の
提
出
先
こ
そ
東
大
寺
政
所
で
は
な
く
「
預
所
得
業
御
房
政
所
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
の
寺
家
使
派
遣
に
際
し
て
預
所
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
政
所
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
預
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
独
自
の
力
を
持
つ
有
力
僧
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
預
所
得
業
御
房
に
つ
い
て
堀
池
春
陽
氏
は
覚
光
得
業
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
断
ず
る
に
は
な
お
躊
毒
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
蓋
然
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
久
安
三
年
に
政
所
に
よ
っ
て
飛
弾
庄
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

降
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
の
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
預
所
職
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
預
所
脚
光
を
と
り
あ
げ
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
そ
の
性

格
を
み
て
み
た
い
。

　
預
所
は
「
政
所
御
進
町
屋
」
と
さ
れ
、
確
か
に
東
大
寺
政
所
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
る
例
は
み
え
る
。
稲
葉
氏
は
十
二
世
紀
以
来
の
預
所

一
下
司
を
庄
経
営
に
お
い
て
別
当
が
補
任
権
を
持
つ
政
所
系
列
の
も
の
と
さ
れ
、
鎌
倉
後
期
に
な
っ
て
寺
家
の
中
心
と
な
る
惣
寺
系
列
と
区
別

さ
れ
た
が
、
か
か
る
二
系
列
の
理
解
は
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
寺
内
大
衆
勢
力
は
十
世
紀
以
来
成
長
し
つ
つ
あ
る
と
み
ら
れ
る

わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
氏
の
述
べ
ら
れ
る
「
政
所
系
列
」
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
節
以
降
そ
の
こ
と
は

述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
軽
罪
の
場
合
に
も
彼
が
飛
騨
庄
上
司
職
（
預
所
職
）
に
補
任
さ
れ
る
二
年
前
に
次
の
様
な
文
書
が
出
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
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東
大
寺
下
　
飛
騨
庄
司
倥
人
等
所

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
可
令
早
任
公
験
絹
伝
理
、
覚
光
大
法
師
領
掌
田
鼠
井
執
行
底
務
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
リ
　
　
リ
　
　
サ
　
　
ヤ

　
　
選
一
人
、
公
験
相
伝
之
上
、
代
≧
別
当
与
判
明
鏡
也
、
可
令
早
避
道
理
領
掌
田
畠
丼
執
行
庄
務
壁
隣
依
群
衆
鹸
議
、
下
知
上
件
、
庄
家
宜
承
知
、
勿
敢
違

　
　
失
、
故
下
、

　
　
　
　
久
安
元
年
潤
十
月
二
臼

　
　
　
　
＠

　
　
（
署
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

彼
は
久
安
三
年
の
「
預
所
任
符
」
が
出
さ
れ
る
以
前
に
既
に
一
議
の
田
畠
領
掌
、
庄
務
執
行
を
「
諸
夏
鹸
議
」
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て
相
伝
の
公
験
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
彼
は
飛
騨
庄
に
お
い
て
既
に
何
ら
か
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
彼
が
預
所
補
任
以
前
に
か
か
る
実
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
、
預
所
が
単
に
別
当
の
権
限
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
彼
は
清
澄
庄
内
の
田
地
を
め
ぐ
っ
て
由
仁
と
対
決
し
て
い
た
こ
と
が
み
え
、
そ
の
年
の
獲
稲
を
「
苅
納
」
め
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て

　
⑪

い
る
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
久
安
四
年
の
東
大
寺
郭
大
和
国
雑
役
免
顛
倒
注
進
状
の
中
に
寺
役
を
勤
め
な
い
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

南
横
田
庄
に
覚
光
得
業
領
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
国
光
は
大
和
国
内
に
私
領
を
持
つ
存
在
で
あ
り
、
寺
役
を
勤
め
な
い
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
預
所
と
な
っ
て
い
た
の
は
こ
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
ま
た
預
所
と
な
り
え
た
の
に
は
そ
の
領
主
と
し
て

の
手
腕
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
史
上
有
名
な
覚
仁
も
覚
光
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
有
力
僧
の
手
腕
に
た
よ
る
庄
園
支

配
は
強
力
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
寺
家
に
と
っ
て
必
ず
し
も
安
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
の
拾
頭
は
寺
内
に
お
け
る

分
権
化
を
押
し
進
め
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
十
二
世
紀
に
な
っ
て
別
当
東
寺
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た
後
の
寺
内
で
は
、
一
方
で
三
綱
を
中
心
と

す
る
公
文
所
を
成
立
さ
せ
て
い
た
が
、
同
時
に
そ
こ
に
包
括
さ
れ
な
い
独
自
の
力
量
を
も
つ
よ
う
な
有
力
僧
を
も
多
数
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
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る
。
か
っ
て
別
当
を
中
核
と
し
て
新
し
い
寺
院
の
支
配
機
構
を
整
備
し
て
き
た
東
大
寺
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
分
権
化
の
様
相
が
こ
こ
に
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
み
え
る
各
種
の
下
文
の
登
場
は
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
東
大
寺
も

ま
た
平
安
末
期
の
内
乱
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

①
　
天
喜
元
年
七
月
日
美
濃
国
基
部
荘
司
住
人
等
解
（
『
平
安
遺
文
』
七
〇
二
号
）

②
「
諸
大
寺
井
紫
黒
寺
別
当
三
綱
、
以
四
年
為
秩
限
」
（
『
延
喜
式
』
巻
二
十
一
、

玄
蕃
寮
）

③
　
『
大
日
本
古
文
書
』
一
一
四
五

④
　
『
延
喜
式
』
で
は
諸
大
審
や
有
封
罫
別
当
の
補
任
に
つ
い
て
、
五
師
大
衆
が
能

　
治
廉
節
の
僧
を
簡
定
し
、
三
綱
の
連
署
と
共
に
僧
綱
に
推
挙
し
、
僧
綱
か
ら
治
部

　
省
を
経
て
、
太
政
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
巻
二
十
「
、

　
玄
蕃
寮
）
。
　
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
か
か
る
尋
家
の
側
か
ら
の
働
き
か
け
は
、
法
的

　
に
既
に
保
障
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
別
当
推
挙
は
事
実
に
お

　
い
て
行
な
わ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
竹
内
理
三
氏
が
推
定
さ
れ
て
い
る
　
（
「
延
翼
【

　
式
に
於
け
る
寺
院
」
・
同
氏
著
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
』
皿
所
収
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ

⑤
天
延
二
年
、
五
師
大
衆
ら
は
別
当
法
縁
が
「
所
済
功
課
遙
超
前
號
」
の
故
に
彼

　
の
重
任
を
要
弄
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
蔓
瓦
多
以
顧
覆
、
年
月
推
遷
之
処
、
所

　
歴
歳
月
僅
二
年
余
」
に
修
造
を
な
し
と
げ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
を

　
重
任
し
て
「
弥
令
興
隆
仏
法
修
治
伽
藍
」
と
奏
状
を
む
す
ん
で
い
る
（
『
大
日
本

　
古
文
書
隠
一
1
三
四
）
。
　
以
下
王
様
の
こ
と
は
寛
弘
八
年
、
長
和
五
年
の
別
当
を

　
推
挙
し
た
状
に
み
え
る
（
『
同
』
一
－
四
五
、
四
六
）
。

⑥
　
た
と
え
ば
永
延
三
年
断
然
は
「
仏
法
漸
賊
難
、
伽
藍
已
破
壊
」
の
現
状
を
、
寺

　
家
別
当
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
将
修
治
破
壊
堂
舎
、
欲
興
復
陵
遅
仏
法
」
と
そ

　
の
抱
負
を
語
っ
て
い
る
（
『
大
日
本
古
文
書
』
一
1
三
七
）
。
そ
の
他
寛
仁
四
年
の

　
朝
晴
解
状
、
長
元
五
年
済
慶
奏
状
な
ど
（
『
同
』
一
1
四
七
、
五
二
）
。

⑦
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
平
岡
定
海
曹
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
　
（
「
中
世
に
於
け
る
寺
院

　
社
会
の
構
造
」
・
『
滝
川
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
⇔
日
本
史
篇
、
　
『
束
大
尋
の
歴

　
史
』
）
、
ざ
ら
に
貞
観
十
三
年
置
月
七
日
太
政
官
符
に
は
「
凡
寺
家
吉
例
自
在
三
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
マ
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
檀
越
、
相
苦
行
其
雑
務
、
此
外
更
置
別
当
者
、
尤
是
為
令
荘
厳
伽
藍
」
と
あ
る
こ

　
と
も
注
意
さ
れ
る
（
『
類
聚
三
代
格
臨
巻
三
）
。
ま
た
寛
和
二
年
、
別
楽
寛
朝
が
東

　
大
寺
の
嘗
繕
に
務
め
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
受
戒
の
た
め
に
岡
寺
を
訪
れ
た
円
融

　
上
皇
が
「
慕
歎
」
し
て
い
る
こ
と
も
み
え
る
（
「
太
上
法
皇
御
受
戒
記
」
・
『
東
大

　
辱
要
録
』
雑
事
章
）
。

　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
…
一
四
五

⑧　
　
「
東
大
寺
続
要
録
」
諸
節
篇
（
『
続
≧
群
書
類
従
』
第
一
一
所
収
）

⑨　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
澄
心
の
項
、
ま
た
識
⑨

⑩⑪　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
、
『
東
大
寺
要
録
』
三
五
・
励
当
章

　
　
『
帝
王
編
年
記
』
弘
安
九
年
十
月
十
九
日
条
、
　
『
続
編
愚
挙
』
弘
安
九
年
十
…

⑫　
月
十
九
日
条

⑬
　
清
水
善
三
「
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
工
人
組
織
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
南

　
都
仏
教
』
十
九
）

⑭
　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
延
微
頃
、
尚
昌
微
は
「
目
代
僧
」
と
あ
っ
て
刷
当
で
は

　
な
い
が
差
響
と
同
じ
三
論
宗
の
僧
で
、
　
「
1
徹
」
と
い
う
通
字
を
も
つ
こ
と
な
ど

　
か
ら
延
徹
と
の
密
接
な
関
係
が
想
像
さ
れ
、
延
長
二
年
か
ら
五
年
度
で
専
主
を
つ

　
と
め
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
時
の
別
当
延
徹
の
目
代
と
し
て
務
め
て
い
た
と
思
わ

　
れ
る
の
で
、
一
応
別
当
に
准
ず
る
も
の
と
し
て
あ
げ
た
（
昌
轍
に
つ
い
て
は
延
長

　
二
年
十
月
一
日
太
政
官
牒
、
同
五
年
十
二
月
愛
盛
日
太
政
官
牒
・
『
大
日
本
古
文

　
書
』
一
一
八
一
・
二
）
。

⑮
　
　
『
日
本
紀
略
』
天
暦
三
年
正
月
十
六
三
条
、
尚
こ
の
時
の
不
治
の
内
容
は
明
ら

　
か
で
は
な
い
が
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
の
彼
の
後
任
の
光
子
の
項
に
「
羅
索
院
隻
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ヘ
　
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
倉
前
別
当
任
選
挙
頽
落
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
に
述
べ
た
別
当
の
重
要
な
役
割

　
で
あ
る
堂
舎
修
造
を
怠
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
愚
わ
れ
る
。

⑯
　
　
『
大
日
本
古
文
書
隠
一
－
二
八

⑰
「
東
大
尋
別
当
次
第
」
経
縫
項
。
こ
こ
で
は
こ
の
訴
を
康
和
五
年
閏
九
月
の
こ

　
と
と
し
て
い
る
が
、
康
和
元
年
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
経
範
の
後
任
の
別
当
永
観

　
は
康
和
二
年
に
補
任
さ
れ
て
い
る
し
（
『
大
日
本
宵
文
書
』
一
一
六
三
）
、
こ
の
頃

　
で
閏
九
月
が
あ
る
の
は
元
年
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
長
治
元
年
八
月
二
日
大

　
和
国
崇
敬
寺
別
当
頼
慶
請
文
（
『
平
安
遺
文
』
一
六
二
五
号
）
、
永
久
四
年
三
月
廿

　
七
日
東
大
寺
請
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
一
八
五
四
号
）
に
も
下
棚
の
不
治
と
大
衆
と

　
の
不
和
の
こ
と
が
み
え
る
。

⑱
　
「
爽
大
面
別
当
次
第
」
敏
覚
の
頂
。
ま
た
こ
れ
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
『
蒼

　
錬
抄
』
治
承
元
年
十
月
七
日
条
に
は
「
東
大
寺
別
当
敏
覚
相
語
軍
兵
、
切
払
本
寺

　
内
房
舎
、
或
等
量
焼
失
、
是
去
月
比
為
衆
徒
被
管
報
答
云
々
」
と
あ
る
。

⑲
　
註
⑰
『
平
安
遺
文
隔
　
一
六
二
五
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ

⑳
　
同
右
文
審
に
「
不
治
経
範
与
能
治
永
観
之
裁
断
」
云
々
と
あ
る
。

⑳
　
　
「
東
大
寿
別
当
次
第
」
道
義
、
光
智
の
項
、
「
僧
綱
補
任
」
（
『
大
日
本
仏
教
全

　
書
』
興
福
寺
叢
書
第
一
所
収
、
引
用
は
以
下
同
じ
）
。
こ
の
早
業
一
章
で
記
し
た

　
別
当
円
明
も
嘉
祥
三
年
に
「
東
大
寺
能
治
賞
」
で
権
律
師
と
な
っ
て
い
る
（
「
僧

　
綱
補
任
」
）
の
も
興
味
深
い
。

＠
　
ま
た
東
大
寺
の
例
で
は
な
い
が
、
長
和
五
年
経
理
が
法
華
寺
別
当
に
補
任
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
た
の
は
「
件
経
理
任
長
谷
尋
後
、
県
有
能
治
聞
令
兼
任
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

　
た
（
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
五
月
十
六
日
条
）
。

⑳
　
経
年
の
外
に
も
永
観
二
年
楽
照
は
不
治
の
た
め
に
罷
免
さ
れ
て
い
る
　
（
『
大
日

　
本
古
文
書
』
一
－
三
六
）
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
前
期
王
朝
国
家
体
面
」
（
坂
本
賞
三

　
『
臼
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
）
下
に
國
司
を
訴
え
た
時
に
も
「
国
司
不
治
」
が
み
え

　
る
（
『
本
朝
世
紀
』
長
元
九
年
五
月
十
一
日
条
）
。

⑳
　
万
寿
二
年
八
月
十
四
目
東
大
寺
政
所
下
文
案
（
『
平
安
三
文
』
五
〇
〇
号
）

⑳
　
万
寿
二
年
五
月
十
四
日
威
儀
師
仁
満
解
状
案
（
『
平
安
遺
文
』
四
九
九
号
）

⑳
　
「
僧
綱
補
任
」
。
従
っ
て
『
平
安
聖
断
』
が
「
下
肥
」
と
註
記
し
て
い
る
の
は
と

　
ら
な
い
。

⑳
　
そ
の
他
に
も
深
覚
が
そ
う
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
存
す
る
。
た
と
え
ば

　
仁
満
解
状
の
文
中
に
「
先
年
　
御
室
於
内
供
　
御
座
彼
寺
官
長
之
間
」
と
い
う
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
載
や
、
奥
に
あ
る
大
僧
正
の
加
判
に
「
件
威
儀
師
仁
満
所
愁
思
湯
船
庄
宴
、
去
正

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
あ
　
　
へ

　
暦
之
比
為
彼
尋
司
之
時
、
任
所
帯
公
験
井
杣
司
勘
状
勘
免
既
了
」
と
あ
る
が
、
深

　
覚
は
ま
さ
し
く
正
暦
三
年
よ
り
二
年
間
、
長
和
五
年
よ
り
四
年
問
、
東
大
寺
別
当

　
を
務
め
て
お
り
、
正
贋
の
時
は
内
供
奉
禅
師
で
も
あ
っ
た
、
（
『
大
陰
欝
嘗
文
書
』

　
一
t
三
八
・
四
七
、
「
東
大
油
症
当
次
第
」
、
「
寛
信
撰
東
寺
長
者
次
第
」
・
『
高
野

　
山
大
学
論
叢
』
第
二
巻
－
以
下
「
東
寺
長
者
次
第
」
と
の
み
記
す
）
。
ま
た
、
こ

　
の
時
の
勘
免
こ
そ
、
政
所
下
文
に
み
え
た
「
大
僧
正
初
雛
任
之
間
、
任
道
理
免
除

　
御
判
」
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
言
し
て
お
く
と
「
東
大
寺
別
当
次
第
」

　
や
「
寅
寺
長
者
次
第
」
に
は
長
徳
毎
年
に
も
深
雪
が
別
当
に
な
っ
た
と
し
て
い
る

　
が
償
愚
性
に
欠
け
る
。

⑱
　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
　
「
東
寺
長
者
次
第
」

⑳
　
　
「
東
大
寺
別
当
次
第
」

⑳
　
『
大
日
本
古
文
書
』
一
一
四
八
。
尚
「
東
大
専
別
当
次
第
」
に
よ
れ
ば
寛
仁
五

　
年
四
月
一
日
卒
と
あ
る
。

⑳
　
『
小
右
記
』
に
は
観
真
を
別
当
に
決
定
し
た
こ
と
を
記
し
た
後
、
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静

　
あ
る
。
　
「
左
大
弁
於
化
徳
門
云
、
観
真
申
文
云
、
朝
・
死
閾
者
、
朝
影
替
以
僧
正

　
深
覚
被
任
了
、
僧
正
辞
退
官
符
可
仰
深
覚
替
獄
」
　
（
治
安
三
年
八
月
廿
二
日
条
）
。

　
観
真
を
別
当
に
補
任
し
た
太
政
官
牒
（
『
大
日
本
古
文
書
』
一
一
四
八
）
に
は
朝

　
晴
の
替
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
朝
出
が
死
去
し
て
か
ら
こ
の
と
き
ま
で
二
年
以

　
上
の
期
間
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
深
憂
が
刷
当
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

　
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑫
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
赤
松
俊
秀
氏
の
詳
し
い
研
究
が
あ
る
　
（
「
東
大
寺
領
大

　
和
國
春
着
荘
に
つ
い
て
」
・
同
氏
著
『
古
代
中
世
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
）
。

㊥
　
寛
弘
九
年
入
月
廿
七
三
東
大
寺
所
司
等
解
（
『
平
安
遺
文
隔
四
六
八
号
）
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⑭
　
治
安
三
年
八
月
廿
三
日
官
宣
旨
（
『
大
正
本
古
文
書
』
一
－
四
九
）
。
な
お
こ
の

　
こ
と
を
さ
し
て
「
東
大
寺
別
当
次
第
」
や
「
東
証
長
者
次
第
」
は
雷
電
が
「
検
狡
」

　
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

⑳
　
興
福
寺
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
政
所
下
文
は
十
二
世
紀
に
入
る
ま
で
は
署
判

　
を
し
て
い
る
の
は
す
べ
て
別
当
｝
人
で
あ
る
。
　
（
後
述
）

⑳
　
応
保
元
年
十
一
月
廿
七
日
伊
賀
圏
畜
生
荘
杣
工
解
（
『
平
安
遺
文
』
三
一
八
三

　
号
）
な
ど

⑳
　
仁
安
三
年
五
月
廿
九
日
伊
賀
国
黒
田
荘
出
作
文
書
鼠
録
（
『
乎
安
露
文
』
三
四

　
六
五
口
万
）
な
ど
多
数

⑳
　
但
し
こ
の
う
ち
｝
通
の
み
は
「
権
少
僧
都
書
状
」
で
あ
る
。
東
大
等
図
書
館
所

　
蔵
『
東
大
寺
文
書
』
一
一
一
－
七
二
～
九
（
十
一
通
）
、
及
び
｝
－
｝
一
七
〇
（
二

　
通
）
。
　
両
者
は
は
な
れ
て
い
る
が
襲
花
押
が
合
致
す
る
の
で
も
と
も
と
【
巻
で
あ

　
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
べ
て
正
文
で
あ
り
、
応
保
二
年
に
東
南
院
よ
り

　
東
大
寺
印
蔵
に
施
塾
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
同
年
八
月
伊
賀
欄
黒
田
荘
出
作
中
村

　
筋
川
村
文
墨
送
状
『
平
安
遺
文
』
三
二
三
九
・
三
二
二
七
号
1
こ
の
両
者
が
【
通

　
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
赤
松
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
前
章
註
＠
）
が
、
東
大
寺
図
書

　
館
蔵
の
原
文
書
を
み
て
も
そ
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
（
一
－
一
｝
一
二
二
、
一
－
一

　
－
一
三
三
）
。
参
考
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
政
所
下
文
に
つ
い
て
『
平
安
漫
文
』
の
文

　
書
番
号
を
記
し
て
お
く
と
、
一
一
七
四
・
一
一
八
○
・
一
二
四
七
・
一
二
五
八
・

　
＝
一
九
〇
・
＝
一
一
三
七
・
一
四
九
入
・
一
六
九
三
・
一
七
九
五
・
一
九
〇
〇
・
一

　
九
〇
四
・
ニ
ニ
穴
一
号
で
あ
る
。

⑳
　
承
安
五
年
五
月
賃
東
大
寺
荘
園
文
書
注
文
（
『
平
安
遣
文
』
三
六
九
〇
号
）
、
治

　
承
四
年
十
月
日
東
大
寺
黒
田
荘
文
書
目
録
（
『
同
』
三
九
三
二
号
）

⑩
　
天
喜
三
年
九
月
廿
日
上
野
重
安
申
文
（
『
平
安
遺
文
』
七
二
九
号
）

⑳
註
⑳

＠
　
近
年
、
稲
葉
伸
道
氏
は
平
安
～
鎌
倉
の
政
所
下
文
を
ま
と
め
て
表
示
さ
れ
て
い

　
る
（
「
中
世
東
大
寺
寺
院
構
造
研
究
序
説
」
・
『
年
報
中
世
史
研
究
』
創
刊
号
）
。

⑬
　
　
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』
（
一
九
四
二
年
）

⑭
　
「
造
東
大
寺
所
と
修
理
所
」
（
『
建
築
史
研
究
』
三
五
号
）

⑯
　
東
大
寺
修
理
所
の
初
見
は
天
藝
四
年
十
二
月
三
十
日
東
大
寺
修
理
所
修
理
記

　
（
『
平
安
遺
文
』
八
二
八
・
九
号
）
で
あ
る
。
長
元
八
年
十
　
月
二
日
東
大
寺
検
損

　
色
帳
（
『
岡
』
五
五
一
号
）
　
に
も
修
理
所
は
み
え
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
東
大

　
寺
で
な
く
元
興
寺
の
も
の
で
あ
る
（
『
元
輿
寺
編
年
史
料
』
上
巻
）
。

⑯
　
大
石
直
正
「
平
安
時
代
後
期
の
微
税
機
構
と
荘
園
制
」
（
『
東
北
学
院
大
学
論
集
』

　
第
一
号
）

⑰
　
天
暦
四
年
の
封
戸
荘
園
寺
用
帳
（
『
平
安
遺
文
』
ご
五
七
琴
）
は
別
当
・
三
綱
ら

　
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
⑧
型
に
よ
っ
て
い
る
国
の
封
戸
に
つ
い
て
は
記
さ
れ

　
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
久
安
四
年
覚
仁
作
成
の
封
戸
注
進
状
（
『
同
』
二
六
四
七
号
）

　
に
は
両
者
と
も
あ
わ
せ
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
封
物
納
入
機
能
が
一
元
化

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ち
な
み
に
覚
仁
は
こ
れ
以

　
前
に
三
綱
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
（
富
沢
清
人
「
東
大
寺
領
水
無
田
荘
と
荘
罠
」

　
・
『
史
学
臨
四
七
－
一
・
二
に
所
掲
の
「
東
大
寺
三
綱
表
」
を
参
照
）
。

⑳
　
・
氷
菓
一
二
年
六
月
二
日
美
作
圃
皿
測
距
掌
秦
成
｛
女
解
川
（
『
平
｛
女
遺
文
』
六
六
一
号
）

＠
　
天
喜
三
年
十
一
月
十
九
β
造
東
大
寺
牒
案
（
『
平
安
叢
生
臨
七
四
四
号
）

⑩
　
註
⑲
文
書
に
は
前
別
当
有
慶
か
ら
覚
源
に
か
わ
っ
た
直
後
に
前
者
を
非
と
し
て

　
い
る
様
が
窺
え
る
が
、
こ
の
別
当
交
替
時
に
は
様
々
な
転
換
が
見
出
せ
る
よ
う
で

　
あ
る
。
一
例
を
示
す
と
有
慶
の
時
、
伊
賀
国
に
お
い
て
國
守
小
野
日
経
と
は
武
力

　
衝
突
を
含
め
て
激
し
く
対
立
が
あ
っ
た
が
、
覚
源
が
就
任
す
る
と
守
経
は
「
方
今

　
幸
承
　
御
改
補
之
由
、
仰
天
欣
感
、
取
鷺
…
喩
、
至
善
今
旦
、
国
司
守
経
券
承

　
御
寺
雑
事
、
又
可
蒙
　
恩
麺
、
幸
磐
屋
忽
晴
、
勿
永
絶
驚
喜
之
訴
、
更
致
魚
肉
之

　
勤
」
と
の
書
状
を
送
っ
て
い
る
（
『
平
安
遺
文
』
七
二
七
号
）
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

　
も
ま
た
、
別
当
の
存
在
の
大
き
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

＠
　
天
喜
五
年
十
一
月
廿
三
日
東
大
寺
政
所
勘
文
（
『
平
安
稲
叢
』
入
六
九
弩
）

⑳
　
承
暦
四
年
三
月
五
日
東
大
寺
政
所
下
文
（
『
平
安
購
書
』
一
｝
七
四
号
）
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⑬
　
嘉
保
　
一
年
正
月
五
日
東
大
寺
政
所
下
文
（
『
平
安
遺
文
』
＝
二
一
二
七
号
）

⑭
　
慶
儒
が
珊
当
に
就
任
し
た
の
は
承
保
二
年
正
月
で
あ
り
、
そ
の
次
の
別
当
権
少

　
僧
都
経
範
が
就
任
し
た
の
は
嘉
保
二
年
六
月
廿
二
日
で
あ
る
（
『
大
日
本
古
文
書
』

　
一
－
六
〇
・
六
一
）
。
　
ま
た
慶
儒
が
法
印
に
な
っ
た
の
は
応
徳
三
年
の
こ
と
で
あ

　
る
（
「
僧
綱
補
任
」
）
。

⑳
　
三
綱
の
み
の
署
判
に
よ
る
政
所
下
文
の
初
見
は
長
治
二
年
四
月
廿
九
日
の
も
の

　
（
噸
平
安
慰
文
』
一
穴
四
〇
号
）
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
も
の
は
上
段
に
三
綱
、
下
段

　
に
専
当
・
知
者
が
署
判
し
て
い
る
例
が
一
般
的
で
あ
る
（
『
陶
』
二
三
三
〇
、
補
三

　
三
八
、
な
ど
）
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
興
穴
馬
政
所
下
文
の
署
判
者
の
変
化
す
る
の
は
、

　
別
当
で
い
え
ば
覚
信
の
頃
で
あ
る
が
、
彼
は
又
「
一
乗
院
費
種
始
也
」
と
い
う
人
物

　
で
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い
（
「
興
福
春
別
当
次
第
」
・
『
続
々
群
書
類
従
』
第
二
所
収
）
。

⑳
　
窟
沢
氏
前
掲
註
＠
論
文
。
ま
た
註
⑳
参
照
。

⑳
平
岡
氏
前
掲
註
⑦
論
文
。
さ
ら
に
十
二
世
紀
に
な
る
と
「
胴
当
有
闘
二
時
、
門

　
跡
之
僧
綱
随
申
請
、
被
補
任
翼
翼
也
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
　
一
二
＝
）
と
い

　
う
記
載
す
ら
み
え
る
よ
う
に
な
る
。

㊥
　
稲
葉
幾
前
掲
註
⑫
論
文
。
氏
は
そ
こ
で
他
寺
系
別
当
の
進
鵬
を
大
き
な
理
由
と

　
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
む
し
ろ
他
群
系
の
僧
侶
が
別
当
に
な
り
う
る
状
況
が
先
に

　
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
こ

　
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
寺
内
僧
の
動
向
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
惑
特
の
貴
族
社
会
全

　
体
の
性
格
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
特
に
こ
の
時
期
の
真

　
雷
宗
系
の
東
大
寺
別
掲
は
多
く
の
春
と
関
係
し
て
い
る
例
が
多
く
、
そ
の
動
ぎ
は

　
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
後
考
を
ま
ち
た
い
。

⑲
　
嘉
承
二
年
正
月
十
月
東
大
寺
三
綱
等
解
案
（
『
平
安
遺
文
』
一
六
六
九
号
）

⑳
　
仁
平
三
年
閥
月
廿
九
日
東
大
寺
諸
荘
園
文
書
目
録
（
『
平
安
遺
文
隠
二
七
八
三
号
）

⑪
　
久
安
三
年
四
月
十
七
日
東
大
寺
印
蔵
文
書
目
録
（
『
平
安
遺
文
』
二
六
〇
九
号
）

㊥
　
政
所
睡
別
当
と
い
う
用
例
の
早
い
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
に
「
政
所
御
上
洛
」

　
と
い
う
衷
現
が
永
久
四
年
四
月
廿
目
土
清
雑
役
請
文
案
（
『
平
安
遺
文
駈
四
六
六

　
九
号
）
．
に
み
え
る
。
、

⑭
た
と
え
ば
註
⑪
や
、
大
治
五
年
三
月
＋
三
日
東
杢
下
露
油
虫
書
評
絵
図
等
目
録

　
（
『
平
安
遺
文
』
一
こ
五
六
号
）
、
保
元
二
年
隔
月
日
東
大
寺
領
播
磨
国
荘
園
文
書

　
鼠
録
（
『
問
曝
二
八
九
九
号
）
な
ど
。

⑧
安
元
光
年
十
｝
月
廿
二
日
興
福
嵜
政
所
下
文
案
（
『
平
安
遣
文
』
三
七
一
七
号
）
、

　
同
廿
　
二
日
法
印
黒
縁
請
文
（
『
同
』
三
七
一
八
号
）

⑱
　
（
養
和
元
年
）
八
月
九
日
東
大
寺
別
当
某
書
状
案
（
『
平
安
適
文
繍
三
九
九
七
号
）
。

　
さ
ら
に
こ
の
東
大
寺
所
司
ら
の
申
状
と
は
養
和
元
年
八
月
七
日
東
大
訴
所
司
等
解

　
案
（
『
同
』
三
九
九
五
号
〉
で
あ
ろ
う
が
、
両
者
は
一
枚
の
文
書
の
表
褻
を
な
し
て

　
い
る
。
（
京
大
影
写
「
東
大
寺
文
書
」
4
1
4
0
）

⑭
　
　
「
東
大
考
別
当
次
第
」
な
ど

⑰
　
正
暦
三
年
東
大
寺
解
物
進
未
勘
注
案
（
『
平

　
安
遺
文
臨
　
二
五
五
号
）
、
長
久
五
年
三
月
十
七

　
日
丹
後
羅
晶
例
雑
掌
海
成
安
解
（
『
同
』
六
一
♪
ロ

　
号
）
な
ど
。

⑱
表
示
す
る
と
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ

　
十
一
世
紀
中
葉
、
　
近
江
国
で
封
物
徴
収
の
際

　
公
文
所
下
文
が
嵐
さ
れ
て
い
た
の
を
知
る
こ

　
と
が
で
き
る
が
、
　
内
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
の
性

　
格
の
も
の
だ
と
思
う
　
（
天
喜
五
年
二
月
十
一

　
日
付
、
天
喜
六
年
正
月
廿
九
日
付
東
火
寺
封
米

　
請
文
『
平
安
遺
文
』
八
五
二
号
、
八
八
四
号
）
。

⑳
天
永
三
年
十
一
一
月
十
七
日
東
大
寺
公
文
所

　
注
進
状
（
『
平
安
遣
文
』
｝
七
八
九
号
）
、
大
治

　
二
年
十
一
月
廿
日
東
大
寺
公
文
所
勘
状
（
『
同
』

　
一
一
ニ
ニ
号
）
な
ど

⑩
　
天
永
二
年
九
月
八
日
紀
伊
國
木
本
荘
作
田
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中世導院成立に関する一考察（久野）

　、

ｹ
得
注
進
帳
、
天
治
二
年
十
月
大
和
国
春
目
荘
墨
田
帳
、
保
延
三
年
九
月
廿
三
日

　
大
和
国
杜
屋
荘
検
田
帳
（
『
平
安
遺
文
』
一
七
五
二
、
二
〇
五
二
、
二
三
七
三
号
）
。

＠
　
仁
平
三
年
東
大
寺
播
磨
荘
摂
津
荘
文
書
出
納
日
記
（
『
平
安
遺
文
』
二
七
八
四
～

．
八
号
）
な
ど

＠
　
稲
葉
氏
前
掲
論
文

⑬
　
治
承
四
年
十
月
日
山
仁
道
玉
井
庄
預
所
下
文
案
（
『
平
安
遺
文
』
三
九
三
〇
号
）

　
な
ど
。

⑭
　
久
安
二
年
八
月
廿
五
日
号
和
国
薬
園
荘
縁
松
荘
田
堵
解
（
『
平
安
遣
文
』
二
五

　
八
七
号
）

⑮
　
庄
官
佳
人
に
よ
る
本
寺
政
所
あ
て
の
解
状
は
特
に
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
十
二
世

　
紀
中
葉
ま
で
に
集
中
し
て
存
在
し
て
い
る
。

⑯
　
　
『
郡
山
町
史
』
七
「
東
大
寺
領
清
澄
庄
の
経
済
」

⑰
　
久
安
三
年
二
月
廿
五
日
東
大
寺
政
所
補
任
状
（
『
平
安
遣
文
』
二
六
〇
四
号
）
。

　
ま
た
こ
の
補
任
状
を
安
元
元
年
の
東
大
寺
領
荘
園
文
書
目
録
で
は
「
久
安
三
年
覚

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ

　
光
景
旧
任
符
」
と
し
て
い
る
（
『
同
』
琶
七
八
○
号
）
。
ま
た
預
所
を
上
司
と
称
す

　
る
こ
と
に
つ
い
て
、
中
田
薫
「
王
朝
時
代
の
庄
園
に
関
す
る
研
究
」
（
同
氏
著
・

　
『
法
制
史
論
集
』
第
二
巻
所
収
、
一
九
三
八
年
）
で
も
鎌
倉
期
の
も
の
だ
が
、
そ

　
の
実
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑱
　
『
平
安
遺
文
』
二
五
六
四
号
。
稲
葉
氏
は
平
安
時
代
の
寺
領
経
営
は
専
ら
「
政

　
所
系
列
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
大
衆
が
独
自
に
関
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
、

　
本
文
書
も
別
当
の
決
定
を
追
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
私
は
本

む
す
び
に
か
え
て

　
文
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
ぎ
た
い
。
十
二
世
紀
に
な
る
と
政
所
下
文
以
外
に
大
衆

　
下
文
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
長
治
元
年
八
丹
二
日
大
和
醐
崇

　
敬
寺
励
当
頼
慶
請
文
『
平
安
遺
文
』
一
六
二
五
号
、
天
仁
三
年
三
月
九
目
東
大
等

　
大
衆
下
文
案
『
同
』
一
七
一
七
号
）
。

⑳
註
⑰
参
照

⑳
　
承
安
五
年
の
東
大
寺
文
書
目
録
写
比
太
庄
の
項
に
は
「
一
巻
勅
書
案
井
譲
文

　
等
覚
光
進
」
と
あ
る
（
『
平
安
遺
文
』
三
六
八
五
号
）
。

⑳
　
久
安
三
年
十
月
六
日
僧
菓
雷
状
（
『
平
安
遺
文
』
二
六
二
九
号
）
。
さ
ら
に
覚
仁

　
に
つ
い
て
は
応
保
元
年
以
前
に
「
清
澄
田
｝
丁
」
を
施
入
し
て
い
る
こ
と
が
み
え

　
る
（
応
保
元
年
九
月
廿
一
日
東
大
寺
文
書
出
納
日
記
『
陶
』
三
一
八
○
号
）
。

⑳
　
　
『
平
安
職
一
文
』
二
山
ハ
五
四
冒
万

⑳
　
覚
光
は
本
文
で
み
る
よ
う
に
、
私
領
主
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
ま
た
「
得

　
業
」
と
あ
る
よ
う
に
学
僧
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

　
他
、
大
井
茜
部
庄
関
係
の
文
書
に
も
そ
の
名
が
み
え
る
（
保
延
二
年
七
月
廿
五
日

　
東
大
寺
諸
荘
文
露
目
録
『
平
安
遺
文
』
二
三
四
六
号
、
永
治
元
年
十
月
廿
九
羅
東

　
大
寺
牒
案
『
同
』
二
四
五
二
号
）
。
　
同
盟
は
そ
の
地
利
を
花
厳
・
法
華
会
と
共
に

　
学
生
衣
服
料
に
も
あ
て
て
い
た
か
ら
（
『
岐
阜
県
史
通
史
編
中
世
』
）
、
　
そ
の
関
係

　
で
学
生
の
一
員
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑭
註
⑱
。
ま
た
延
暦
寺
の
例
で
は
あ
る
が
、
「
私
下
文
」
を
寺
家
の
下
文
と
し
て

　
軍
兵
を
発
し
自
ら
の
郎
党
を
庄
司
に
し
た
り
す
る
例
ま
で
み
え
て
い
る
（
嘉
承
元

　
年
八
月
十
四
日
堀
河
天
皇
宣
旨
案
『
平
安
遺
文
』
一
六
六
三
号
）

　
我
々
は
九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
の
東
大
寺
を
眺
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
大
き
な
画
期
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

寺
内
機
構
の
中
枢
部
の
動
き
を
み
る
と
十
一
世
紀
中
葉
を

73 （559）



　
そ
れ
以
前
の
東
大
寺
の
動
き
は
、
独
自
の
支
配
機
構
と
し
て
別
当
を
中
核
に
政
所
を
整
備
・
形
成
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
は
自

ら
の
も
っ
て
い
た
国
家
的
大
寺
院
と
い
う
歴
史
的
条
件
故
に
、
た
だ
ち
に
国
家
機
構
か
ら
離
れ
て
独
自
の
支
配
機
構
を
作
り
出
す
の
は
王
臣
家

に
比
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
は
十
世
紀
頃
よ
り
別
当
を
中
核
と
す
る
形
で
そ
の
政
所
の
整
備
拡
大
と
い
う
方
向
を
と
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
政
所
は
十
一
世
紀
中
葉
に
な
っ
て
そ
の
機
構
的
成
立
を
遂
げ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
別
当
の
背
景
に
潜
ん
で
い
た
三
綱
ら
寺
内
有
力

僧
の
動
き
が
前
面
に
繊
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
十
二
世
紀
に
な
る
と
、
こ
の
趨
勢
は
よ
り
明
確
化
し
、
一
方
で
別
当
の
離
寺
、
他
方
寺
内

で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
有
力
僧
を
中
核
と
す
る
よ
う
な
分
権
化
の
深
ま
り
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
東
大
寺
は
平
安
末
期
の
内
乱
期
を
迎
え

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
世
菓
大
寺
の
成
立
過
程
を
と
り
わ
け
中
枢
機
構
の
段
階
差
に
留
意
し
な
が
ら
素
描
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
十
一
世

紀
中
葉
を
分
岐
点
と
し
て
か
か
る
二
段
階
の
異
な
っ
た
運
動
方
向
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
対
象
の
限
定
も
あ
っ
て
充

分
に
触
れ
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
一
貫
し
た
動
向
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
私
は
充
分
な
準
備
は
な
い
が
、
十
二
世
紀

に
な
っ
て
具
現
化
し
て
い
た
よ
う
な
寺
僧
た
ち
の
成
長
を
考
え
て
い
る
。
二
段
階
の
運
動
方
向
と
い
う
の
も
彼
ら
の
勢
力
が
寺
家
レ
ベ
ル
で
ど

の
よ
ヶ
に
結
集
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
か
え
て
考
え
る
と
、
彼
ら
の
成
長
が
別
当
の
も
と
に
集
約
さ
れ
る
段
階
と
捌
当
を
の
り
こ
え
て
自

ら
人
的
集
団
を
結
集
し
う
る
段
階
と
い
う
よ
う
に
お
き
か
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
十
一
世
紀
中
葉
が
、
土
地
制
度
・
収
取
機
構
な

ど
多
く
の
点
で
大
き
な
時
代
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
寺
内
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た

わ
け
だ
が
、
こ
の
両
者
の
連
関
も
寺
内
有
力
僧
の
あ
り
方
、
特
に
そ
の
私
領
支
配
の
そ
れ
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
ら
か
に
し
う
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
極
め
て
雑
駁
な
見
通
し
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
が
、
か
か
る
動
き
の
解
明
の
た
め
に
は
、
東
大
寺
の
問
題
に
限
っ
て
も
、
子
院
な
ど
寺
内
の

人
的
結
集
の
あ
り
方
や
職
掌
分
業
の
構
造
、
寺
領
や
寺
僧
領
の
性
格
な
ど
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
ま
た
別
当
の
側
の
性
格
変
化
を
も
み
る
な
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ら
ば
、
含
煮
と
の
か
か
わ
り
を
含
め
て
当
時
の
貴
族
社
会
の
中
に
占
め
る
東
大
寺
の
位
置
や
役
割
な
ど
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
視
角
か
ら
段
階
差
を
考
え
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
中
世
社
会
が
系
譜
的
に
古
代
か

ら
連
な
る
も
の
を
多
く
残
し
な
が
ら
成
立
す
る
以
上
、
東
大
寺
な
ど
の
寺
院
の
変
貌
は
そ
の
一
典
型
を
示
す
も
の
と
い
え
、
広
く
中
世
成
立
過

程
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
と
い
う
こ
と
を
今
一
度
確
認
し
て
欄
託
し
た
い
と
思
う
。

（
付
記
）
　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
日
本
史
研
究
会
古
代
史
部
会
・
中
世
史
部
会
の
諸
氏
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
得
た
。
さ
ら
に
東
大
寺
図
書
館
は
、
史
料
閲
覧

　
に
あ
た
り
快
く
労
を
と
ら
れ
た
。
あ
わ
せ
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
京
都
市
上
京

中世寺院成立に関する一考察（久野）

75　（561）



The　Political’ aaekground　of　the　Conviction　of

Tai　Ming－shih戴名世：In　its　Relation　to　the

　　Learning　of　Tai　Ming－shih　and　Fang　Pao

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方苞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　Toshio　Otani

　　This’article　chiefly　aims　at　throwing　llght　upon　one　aspect　of　the

early　politiqal　history　of　Ch‘ing’清era　by　making　inquiries　into．the

poiitical　background　of亡he　collv’圭ction　of　Tai　Ming－shih，　a　supPressive

censorship　case　in　the　early　Ch‘ing　era，　and　by　following　the　traces　of

the　thought　of　both　Tai　Ming－shih，　the　main　convict，　and　Fang　Pao

who　was　implicated　in　the　case．

　　First呈nquiring　i批。　the　relation　between　this　case　and　that　of　Chiang

nanん‘o　ch’ang　an江南科・場面，　the　cheating　case　in　the　examination　of

ん‘ochti科挙in　Chiang　nan，　I　try　to勧d　out　the　political　attitude　which

Ch‘ing　government　adopted．　Consequently　we　wlll　know　that　Ch‘ing

kuan清官piayed　an　important　role　in　the　govemment　at　that　tilne．

Next　I　suggest　that　the　reasoB　of　coエ1viction　of　Tai　Ming．shih　seems

to　have　sometking　with　his　writing　concerning　the　history　of　later

Ming明alld　ear至y　Ch‘ing　dynasties　with　the　coksciousness　of露min

逸民，a　faithful　subject　of　late　Ming　dynasty．　On　the　contrary，　the

rnairt　reason　of　Fan．cr　Pao’s　release　seems　to’ @be　the’change，　or　rather

progress　of　his　mind　’from　that　of　a’ 凾堰@min　to　that　of　a　genuine

scholar　of　Ch‘iuitg　li窮理．

　　Seeing　these　twe　types　of　treatmeBt，　1　conc1ude　that　this　case　exactly

makes　ciear　the　treRd　of　the　governmental　policy　toward　learning　in

the　early　Ch‘ing　era．

Le　Todαiji東大寺au　commencement　du　MoYen　Age

　　　　　　par

Nobuyoshi　Hisano

Le　Todaiji　au　IXe　slecle　n’avait　pas　assez　de　rouages　propres　pour
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1’administration　domaniale，　et　en　ce　point　il　diff6rait　beaucoup　des

Oshinlee王臣家qui　exergaient　la　domination　domestique。　Ce　fut　au　Xe

slbcle　qu’il　regla　son　organe　seigneuria1，　le　mandokoro政所，　dont　le　noyau

fut　le　betto別当．　Mais　il　resta2t　toujours　d6pendant　de　la　pulssance

publique　et　son　double　caractere　s’exprimait　en　Yemploi　des　deux　actes

par　le　temple：fu　i’g一　et　cho　Jue．　Enfin，　au　milleu　du　Xle　siecle，　le

mandokoro　fut　6tabli　comme　une　institution　；　mais　en　m6me　temps　cela

voulut　dire　que　les　r61es　des　moines　pulssants　grandissaient．　D6sormais

leurs　infiuences　1’emportaient　sur　celles　du　betto．　Au　XIIe　si6cle，　cette

teBdance　Gevenue　claire，　le　betto　quitta　le　temple，　et　les　activites　des

mo1nes　pu呈ssants　devenaient　plus　remarquable，　conユme　on　voi亡aPocca－

sion　de　l’instauration　de！a　kumonjo公文所et　a£ulearidoleoro預所．

Parfols　refusant　le　paiment　des　redevances　au　temple，　ces　moines

puissants　agissaient　comme　seigneurs　priv6s．　Alnsi　le　pouvoir　du

temple　paraat　demembre　par　eux．

The　Establlshment　of　Seigniority　in　Tottori　Han

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取藩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　Tal〈kai　Kawate

　　Among　the　various　historical　topics　of　the　early　Edo江戸era，　the

instkution　of　feudal　lordship　is　very　important　ln　relation　to　the

establishment　of　Baleuh脇n　Taisei幕藩体制．111dispensable　work，　there－

fore，　is　the　elaborate　investigatioB　iBto　the　actual　conditions　of　feudal

lordship　which　culrninated　in　the　personal　rule　of　the　lord　himself，　and

of　the　readjustment　of　office　a（iministration．

　　The　process　of　establishment　in　which！肋s一一σ茄θ4σ池田光仲，　the

founder　of　the　Ifeeda　farnily池田家，　set　up　his　Iordship　in　Tottori　ffan

will　present　a　good　example．　Mitsunizfea，　having　succeeded　to　the

orace　of　lord　in　his　mlnority，　had　to　engage　in　the　conflict　with　his

major・　subjects　and，　as　he　grew，　he　managed　to　win　the　confllct　through

various　policies　such　as　the　use　of　the　authority　of　central　government

Bakufu幕府，　or　setting　up　the　exclusive　seignorial　family　of疏θ4α．

　　Then　he　fixed　firmly　the　social　status　of　his　subjects　and　rearranged

the　administrqtive　system　to　stabi1ize　the　authorky　of　the　lordship．
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